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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２６年第１回美幌町議会定例会第５日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、２番大江道男さん、３番中嶋す

み江さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（馬場博美君）〔登壇〕 諸般の

報告を申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については省略させていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましても、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、本日、午後

から欠席の旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

第２日目に引き続き、通告順により発言を

許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は既に通

告しております３点につきまして質問をいた

します。

その第１は、緊急防災・減災事業について

であります。

緊急防災・減災を目的に地方単独で災害時

の避難所や災害対策の拠点施設の耐震化事業

に対して、平成２６年度から平成２８年度ま

での３年間、地方債充当率１００％、元利償

還金の７０％を交付税措置する事業が全国

５,０００億円、平成２６年度でありますが

予算計上されております。

美幌消防署庁舎、役場など災害対策の拠点

施設、スポーツセンター、コミセン、町民会

館、各町内会集会室などの避難所、これらの

耐震化などに当事業の活用を検討すべきと考

えます。

これまでの検討経過と課題についてお示し

をいただきたいと思います。

第２点目は国保税引き下げについてであり

ます。

その第１は、新年度の国保基金活用状況に

ついてであります。昨年１２月議会で３億

６,０００万円の国保基金を保険事業、保険

税引き下げなどに活用を提起いたしました。

町長は、担当への指示を答弁されました。

新年度において、具体的に活用状況をお示

しいただきたいと存じます。

この二つ目は国保税引き下げへの対応につ

いてであります。全道１５７保険者平均と比

較をいたしまして、世帯当たり５万４,００

０円余りも高い、平成２３年度であります

が、美幌町の国保税の引き下げにはしかし基

金活用は見送られています。その理由をお伺

いいたします。

第３点目は、全国学力テストの公表につい

てであります。

その１は、全国学力テストの学校別公表の

目的について伺います。

昨年１２月１５日付、北海道新聞は道内１

７９市町村教育委員会を対象に実施いたしま

したアンケート結果を公表し、学テ学校別公

表７割反対、序列化を懸念と大見出しで報道

いたしました。賛成と表明いたしました教育
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委員会も実際の公表にはいずれも慎重な姿勢

という報道内容でありました。

その中で、美幌町教育委員会はオホーツク

管内で唯一学校別公表に賛成との対応であり

ましたが、今議会への美幌町教育行政執行方

針でも公表を表明されております。

従来、文科省は過度の競争をあおると学校

別結果の公表を禁じ、また北海道教育委員会

も結果の公表は各学校の判断にゆだねるとい

うことで、市町村教育委員会の判断による公

表を禁じてきた経過がある中で、美幌町教育

委員会が今年度、公表を示されたわけであり

ますが、その目的は何かお示しいただきたい

と存じます。

二つ目は、学校別公表の時期と方法につい

てであります。

学校現場や保護者の間に学校や地域の序列

化につながる、学力テスト偏重の授業にな

る、子供に劣等感を与えるなどの反対、慎重

の声が多い中で、いつ、どのように公表する

のかお示しいただきたいと存じます。

また、学校関係者、保護者の意見との整合

をどのように図られますか、お伺いいたしま

す。

第１回目の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

御質問に答弁をさせていただきたいと思いま

す。

全国学力テストの公表については、後ほど

教育委員会のほうから答弁をさせていただき

ます。

初めに、緊急防災・減災事業について、事

業活用の検討についてでありますが、本町に

おける公共施設の耐震化への取り組みにつき

ましては、国土交通省の補助事業である住宅

建築物安全ストック形成事業を活用して耐震

診断としては災害時避難所でもある旭小学校

を平成１９年度に町民会館を平成２２年度

に、コミュニティセンターを平成２４年度

に、スポーツセンター、トレーニングセン

ターを平成２５年度にそれぞれ実施してお

り、平成２６年度には美幌消防署庁舎を実施

する予算を計上しております。

また、診断結果に基づきコミュニティセン

ターの耐震化工事につきましても、平成２６

年度予算に計上しております。これまでに実

施した取り組みの財源としましては、補助金

のほか、実施設計費、工事監理費及び工事費

に対して防災対策事業債（充当率９０％、交

付税措置元利償還金の５０％）が対象となっ

ております。

公共施設の耐震化における課題としまして

は、補助事業を活用した場合及び議員御提案

の単独事業であります緊急防災・減災事業債

を活用した場合におきましても、後年度の一

般財源負担が生じ、事業規模によっては財政

運営上、大きな影響を及ぼすことから計画的

な取り組みが重要であります。

このため、平成２６年度の地方財政対策に

おいて、地方公共団体に公共施設等総合管理

計画の策定を要請していることから、耐震化

や再配置を合わせた総合的かつ計画的な公共

施設等総合管理計画を策定した上で、計画的

な管理の推進を図ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、国保税引き下げについて、新年度の

国保基金活用状況についてでありますが、平

成２６年度国民健康保険特別会計予算におい

て、国保基金からの繰入金として２億７,４

８８万５,０００円を計上しております。

主な充当先については、一般被保険者療養

給付費１５億９,２９８万１,０００円のう

ち、基金充当２億４,９５７万６,０００円、

保健事業費・健康づくり推進費２,０８１万

５,０００円のうち、基金充当額１,６２２万

４,０００円、特定健康診査等事業費１,２１

４万３,０００円のうち、基金充当９０８万

５,０００円となっております。

特に健康づくり推進費として、がん検診、

脳ドック、個別予防接種、エキノコックス症

検査、肝炎ウイルス検査、運動指導業務など

への負担金が基金充当先となります。

今後においても、さらに保健、医療、福祉
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の連携を図り、町民一人一人の健康を守るた

め、基金の積極的な活用を図るなど全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、国保税引き下げへの対応についてで

ありますが、元来、基金は景気低迷や災害発

生による保険料の大幅な減収や高額医療費の

大幅な増嵩など、保険財政への影響などを調

整し、国保事業の健全で持続的な運営を確保

するなどの目的で積み立てられております。

国の社会保障制度と税の一体改革におい

て、国保の財政運営を初めとして平成２９年

度までに運営主体である保険者を都道府県が

担うこととなっており、被用者保険間の後期

高齢者支援金への全面総報酬割制度の導入で

生じる財源活用を初めとして、国保の構造的

な問題の具体的な解決策が示されていない状

況にあり、加えて都道府県と市町村との役割

分担、国保の制度運営やその体制についても

明確になっていない状況にあります。

最近になって厚労省と地方３団体との間で

本格協議が開始され、厚労省において国保財

政の安定化を前提に７月中間報告をまとめ、

来年の通常国会に関係法案を提出することと

なっております。

世界に誇る国民皆保険を実現した昭和３６

年度の新国保法で、保険者は市町村とされて

から約半世紀、多くの改正を重ねてきた国保

制度が保険者の変更という医療保険制度の最

大規模の変革を迎えようとしております。

このような状況の中、町として国保事業の

健全な運営、安定した財源の確保を維持して

いくことが重要であり、国保基金の運用につ

いては慎重にならざるを得ない状況にあると

認識しております。

今後、国の動向を注視する中で情報の収集

を行うなど、新制度の内容を見きわめながら

万全な対応をしてまいります。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 大江議員

の御質問に答弁させていただきます。

全国学力テストの公表について、初めに全

国学力テストの学校別公表の目的についてで

ありますが、全国学力・学習状況調査は児童

生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育

施策の成果と課題を検証することで、その改

善を図るとともに、学校における教育指導の

充実や改善に役立てるために実施されていま

す。

小学６年生と中学３年生を対象に国語と算

数、数学の２教科について、知識及び活用に

関する問題に解答するものですが、これまで

の美幌町の結果は総じて全道平均を下回る状

況にあります。

教育基本法には地方公共団体の責務として

義務教育の機会を保障し、その水準を維持す

ること。義務教育として行われる普通教育の

目的として各個人の有する能力を伸ばしつ

つ、社会において自立的に生きる基礎を培

い、国家及び社会の形成者として必要とされ

る基本的な資質を養うことがそれぞれ明記さ

れています。

生まれ育った場所によって学力に大きな差

があってはなりません。その差を埋めるため

の努力は学校教育に携わる全ての者の使命で

あり、実効性のある取り組みを推進するには

保護者の皆様の御理解と地域の方々の御協力

が必要となります。

美幌町の教育施策を担う教育委員会といた

しましては、全国学力・学習状況調査の結果

を公表することにより、みずからの説明責任

を果たすとともに、「びほろっ子」の現状を

広くお伝えすることで、保護者の皆様の御理

解と地域の方々の御協力をいただきながら、

児童・生徒一人一人に確かな学力を身につけ

させる実効性のある取り組みを推進してまい

りたいと考えております。

次に、学校別公表の時期と方法についてで

すが、４月下旬に実施する全国学力・学習状

況調査について、都道府県別の結果が公表さ

れるのは例年８月下旬ごろであり、市町村別

の詳細な結果が届くのはさらに一月程度を要

します。
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公表に当たっては、文部科学省が定める実

施要領に基づき、適切に対処してまいります

が、学校別公表は学校生活や家庭学習に関す

る調査に限定し、平均正答率などの学力状況

につきましては、学校別ではなく美幌町全体

の数値の公表を考えております。

社会が大きく変化する中にあって、児童・

生徒には基礎的で基本的な知識と技能を習得

し、思考力と表現力、判断力を身につけるこ

とが求められています。

昨年１２月から町広報紙に「びほろっ子」

の生活習慣の改善、見直しを図るための連載

を始めましたが、全ての美幌町民が子供たち

の成長にかかわり、町全体で子育てを行う気

運が高まることを期待しての取り組みです。

公表の時期や具体的な手法につきまして

は、各校長と協議を重ねるとともに、学校評

議員などの関係者の皆様の御意見もいただき

ながら、教育上の効果や影響を考慮の上、慎

重かつ適切に判断してまいります。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 再質問をさせていた

だきます。

御答弁の中で公共施設の耐震管理について

は、住宅建築物安全ストック形成事業、３分

の１の補助で、補助残は起債９０％充当、交

付税措置は元利償還金の５０％という制度が

あるので、これを優先しようという中身のよ

うに思われます。

それで、美幌町といたしましては大きな災

害・防災の拠点施設としては役場庁舎がござ

います。

今回、耐震診断を行う消防庁舎も防災の拠

点施設だろうというように思います。また、

町民にとってはいざというときの駆け込みの

避難所、こういうところがたくさんございま

すが、その中で多分、ストック形成事業補助

対象になるものはそうないのではないかとい

うように私は危惧しています。

そういう意味で、今回、２６年度から２８

年度までの３年間、緊急防災・減災事業の単

独事業に対して一定の助成措置がとられると

いうことに実は期待をしたところでありま

す。

そこでお伺いいたしますが、従来のストッ

ク形成事業の対象に十分なり得るという施

設、あるいはそれは相当厳しいのではないか

と、単独で考えざるを得ないというものをど

のように整理されていますか、まずお伺いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 事業の活用にお

ける整理ということであります。

今までの取り組みにつきましては、先ほど

答弁をいたしましたように住宅建築物安全ス

トック形成事業を使ってきたと、これは避難

所を優先してきたということなので、避難所

につきましては３分の１の補助事業、そして

補助裏が起債事業の防災対策事業債というこ

とで活用してきたと。

問題は今後であります。避難所以外の施設

ということでまさに平成２６年度消防庁舎の

耐震診断に取りかかってまいるわけですけれ

ども、大型の避難所につきましてはある程

度、進めてきた中で、これからは避難所以外

のもの、あるいは小規模な避難所ということ

で、小規模な避難所につきましてはある程

度、年数等で耐震性のあるものも多いわけな

ので、あるいは避難所としていないものがあ

るとかということであります。

そこで問題は避難所も含めて公共施設の大

型の避難所、あるいは避難所でない災害時に

おける重要な機能を持つ施設ということをど

うしようかということであります。

大江議員のおっしゃるとおり、緊急防災・

減災事業につきましても、国は引き続き予算

化の確保をしてまいったということと、ある

いは一方では補助事業も継続して行われてい

る中で、このすみ分けがなかなかちょっと

はっきりはしてきていないわけであります。

例えば、補助事業、ストック形成事業で

は、避難所における３分の１という手厚い補
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助金がありますが、それ以外のものでの公共

施設につきましては、補助率もこれほどよく

ないということもあります。

片や、今回やろうとしている消防庁舎、あ

のようなものは従前から公共施設等耐震化事

業という、これは単独事業でありますけれど

も起債事業で９０％充当率の５０％の交付税

措置と、これが東日本大震災を受けて、さら

に手厚くしたのがおっしゃっている緊急防

災・減災事業ということで、充当率１００の

交付税参入７０％ということであります。

このように非常に大震災以降、制度も変

わってきているということで、基本的には今

までも補助メニューにあるものは補助事業が

優先と、単独事業の起債事業につきましては

一般的に原則としてその補助メニューにない

ものを単独事業として起債事業で財源措置を

して、一方ではその償還について地財措置を

講じるというのが今までの流れであります。

災害対策においては、今このように若干そ

の補助事業と起債事業のすみ分けといいます

か、これがなかなかちょっと今、明白に分か

れていないというのが現実で、私どもも特に

今年度から着手いたします避難所以外の公共

施設の耐震化、あるいは改築も含め、その点

についてはその補助事業、起債事業、そう

いった対象となるものがどういったものなの

かというのが、もっとさらに各省庁とも協議

を進めていく中で調べていって、何を活用し

ていけるのか、またいくのがどちらがベータ

なのかということも含めて研究をしてまいり

たいと思っておりますので、御理解をしてい

ただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ３・１１、あしたが

３年目ということで、大変、防災に対しては

町民の関心も高い問題です。

そういう中で、もしかしたら単独事業に対

して一定の支援もあるというようなことで、

美幌町の災害対策の拠点施設、あるいは避難

所などが計画的に耐震化されていくのではな

いかという期待が町民の中にございます。

それで、最初の御答弁の中で公共施設等総

合管理計画を策定し、その上で計画的な管理

の推進を図るというようなことでございま

す。

大変、命にかかわる事業なので、できるだ

け内容を町民の中に明らかにできればいいの

だろうというように思っておりまして、この

問題を取り上げたところでありますが、一つ

は確認をしたいのですが、公共施設等総合管

理計画そのものは過去に建設された大量の公

共施設が更新時期を迎えていると、したがっ

て市町村に対して公共施設等の総合的かつ計

画的な管理の推進を要請するということです

が、方向としては余っている施設を除却した

らどうだというところにどうやら力点がある

のではないかと。

したがって、これを建物などを放置しない

で積極的に防災の観点から除却をしようと、

その場合に地方債の特例措置をあげましょう

というような性格が濃いのではないかと、ど

んどん地方が人口増ではなくて、人口減の社

会に対応して整理すべきものは整理するとい

うようなものがベースとしてあるのだなと、

これはこれで美幌町としても長らく放置され

ている施設、かつて公共的に利用されている

施設がたくさんありますので、この際、これ

らも含めて整理されるのは大いにいいことだ

というように思うのですが、それと緊急防

災・減災との絡みをもう少し御説明いただけ

ればありがたいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 公共施設等総合

管理計画につきましては、おっしゃるとおり

全国的に大量の公共施設の経年により今後の

公共施設をどうしていくかということでは、

その背景にはやはり人口減少問題があるとい

うことで、問題はこのストックをどうしてい

くかと、その中でおっしゃったように過剰と

なっていくであろうものはやはり集中化すべ

きだということも当然あろうかと思います。

また一方では、３・１１を踏まえて最低限

でもその耐震化を図っていくべき、一定残す
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べきだとか、あるいは経年ということは改築

がやはりどうしても避けて通れない、今後も

機能として必ず残さなければならない施設に

つきましては、当然、いつか改築を図るとい

うことで、この緊急防災減災事業での耐震化

に当たっては特に町民会館が今、ちょうど議

論に出てきておりますが、耐震化を図らなけ

ればならないという結論に至ったわけです

が、今までの経年、経過年数を見ますと、あ

るいは設備等の状態を見ますと耐震化だけで

今後どこまで使えるのかという大きな判断の

時期にまいっております。

ほかの施設もそういったものが出てくると

思いますので、そこで耐震化を図るのか、あ

るいは耐震化を含め改築で耐震化をクリアし

ながら新たな施設として今後も何十年も使っ

ていくのかという判断をこの公共施設の総合

管理計画の中では当然、なくすもの、統合す

るもの、なくすもの、それから改築をするも

のというふうになると、特に公用施設は別と

して公共施設につきましてはたくさんの町民

の方が利用する施設ということで、重要な施

設が多いわけなので、これはこういったもの

今後のあり方につきましては住民の方を交え

た中で美幌町としてこういったものをどうい

うふうなことで今後、整備を図っていくのか

というのは議論を交わす中で一定の方向づけ

をしていきたいということで、そういった全

体のストックのプラス、その耐震化も含めた

中でこの計画を図ってまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） いずれにいたしまし

ても大変、町民的に関心の高い中身でありま

す。

それと、補助事業は使えるのか、あるいは

単独なのか、あるいは補助事業の中で使える

ものと使えないものの仕分けなどもあろうか

と思います。

それとあわせて取り壊してしまおうという

もの、あるいは改築しようと、耐震化しよう

と、さまざまな方向性が分かれていく問題で

あります。

総務部長の御答弁の中で町民の皆さんとと

もにという方向性が示されておりますが、と

かく防災、減災の取り組みについては町民の

声がなかなか届きにくいと、そんな感じをし

ています。

それで、この計画を策定して公共施設と総

合管理計画を策定すると、その段階ではぜひ

多いに町民の積極的な参加を呼びかけて、

後々誰がつくったのだということの絶対生じ

ないということが非常に大事なことになるの

ではないかというように思います。

それで、その方向性の確認と計画そのもの

はどのぐらいのスパンでつくられるのか、こ

れをこの部分では最後にしたいと思いますの

で、御答弁をいただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、防災・減災につ

いては国も力入れていろいろな事業を打ち出

しております。

その中で緊急防災・減災事業、起債事業を

使ってはどうでしょうという提案でありまし

た。我々も避難所含めて、あるいは防災拠点

施設をどうするか、そして備蓄をどうするか

というようなこと、いろいろな防災・減災の

課題を持っているわけですけれども、いずれ

にしろいろいろな事業を取り入れて、やはり

早目に一定の水準まで持っていかなければい

けないということで、いろいろな事業を使い

たいと、公の備蓄については緊急防災・減災

事業を使わせていただいて、整備を今、進め

ているところでありますし、あとは防災の拠

点施設については、これについては先ほど答

弁させていただいたように補助事業である住

宅建築物安全ストック形成事業、これを使っ

てということで、今のところ目標にしている

と。

あとは避難所の耐震化もどうするかという

ようなこともあります。それは、先ほど言い

ましたように公共施設等の総合計画の策定

で、しっかり住民の皆さんの声も聞きなが

ら、その中で進めていきたいと思っていま
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す。

最近、ここ２年、３年ぐらいですか、自治

会連合会との懇談会も地域の安心・安全とい

うことで随分、防災のことについて集中的に

声をいただいております。これはかなり具体

的な話で提案をいただいているというような

こともありますので、そういった声も含め

て、また一般公募の委員さんも当然、組織つ

くるときには当然、考えていかなければいけ

ないし、パブリックコメント含めてしっかり

住民の皆さんの声を入れながら計画をつく

り、そして防災・減災対策に当たっていきた

いと、そのように思っています。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 計画のスパンで

ありますけれども、まだ国のほうからもその

方向性といいますか、考え方が具体的に示さ

れておりませんので、国からの情報等も得な

がら考えてまいりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 部長、声が小さいの

でマイクと勘案しながらやってください。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 関心の深いものだけ

にぜひ、大いに情報を発信していただいて、

町民参加の機会をつくっていただければと思

います。

私としては、補助事業なかなかないなとい

うふうに思っていた中で今回、１００％地方

債充当率で、それに対して７０％の交付税措

置するというのは、単独事業としては大変、

有利なものだというように思いますので、残

して耐震化するもの、あるいは取り壊して建

て直すものなどの決断は相当、町長求められ

ていくのだろうというふうに思いますので、

その点も計画が示された時点ではスピー

ディーにやれるようにぜひ御準備をいただけ

ればと思います。次に進みます。

国保税の引き下げにかかわって、以下、再

質問させていただきます。

最初に私、質問の中で全道１５７保険者平

均と比較して１世帯５万４,０００円余りも

高いのだということを申し上げました。これ

は、私の読み取り間違いでありまして、全道

１５７保険者平均と比較すると５万１,００

０円余り高いというのが正解でございます。

５万４,０００円というのは、一部事務組合

を除いた全道の市町村平均と比較した場合、

美幌町１世帯当たり５万４,０００円高いと

いうのが正解でありますので、まず訂正をさ

せていただいた上で、基金の新年度の主な充

当先、累計で２億７,４８８万円ほど。です

から、３億６,０００万円ほどの国保基金と

の差額は９,０００万円弱と見ております。

そこでお伺いいたしますが、従来、歳入歳

出の差し引きによります翌年度への繰越額は

１億円を超えておりまして、平成２４年度は

１億５,０００万円、これは相当、金額大き

いなというように思いますが、今年度決算の

見込みでは翌年度への繰越額は幾らになる予

定なのでしょうか、お伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 現在のところ予

算上はゼロということになっております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 平成２３年度１億７

００万円、２４年度１億５,０００万円、平

成２５年度末ではゼロの見込みであると。そ

れではわかりました。

最初の御答弁の中で、一般被保険者療養給

付費の充当額２億５,０００万円ほどという

ことでありますが、これは例年、当初予算で

は一般被保険者療養給付費、すなわち医療

費、国保の改定で本人の３割負担を除いた医

療費残りをこの療養給付費ということで予算

計上されていますが、例年の充当額と決算額

はどのようになっていますでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 平成２３年度で

いきますと、平成２３年度の当初予算は１億

１,５３５万６,０００円でございます。決算

額につきましては、平成２３年度は１億６,

８５３万８,０００円、それから平成２４年

度を比較いたしますと、当初予算では１億

４,３７１万３,０００円、平成２４年度決算
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額につきましては１億７,３０６万２,０００

円、平成２５年度につきましては予算決算見

込み額それぞれ１億５,５６９万７,０００円

の予定でございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 例年、確かに美幌町

の療養給付費は少しずつ右肩上がりにふえて

おりまして心配をしているのですが、同時に

当初予算で基金で充当するといっても、最終

的には決算の時点では全額が使われるという

ことではなくて、ほとんどが言ってみれば不

用額ということで、会計処理されているとい

う性格のものというふうに受けとめておりま

す。

したがって、当初予算で２億５,０００万

円ほど療養給付費に充当はしていますが、例

年どおりでいえばほぼ、この８割、９割方が

不用額と要りませんでしたという形で基金、

あるいは翌年度の繰越金という形に変化して

いく流れであるというふうに判断してよろし

いでしょうか。

もう一つかかわってまいります、そのよう

になることが避けられないのはどうしてなの

か、私も保険税を支払っている者であります

ので、ぜひそれは知りたいなと、当初予算で

は計上されるが最終的にはそこまではいきま

せんでしたということの繰り返しが行われて

いるので、ここはぜひ町民にわかるように御

説明いただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 例えば歳出のと

ころで保険給付費がございます。そこで、保

険給付費は平成２５年度の予算でいきますと

２０億２,０００万円、約２０億３,０００万

円ございます。

それで、その部分が予算額に達しなかった

場合に減額が生じるというようなことでござ

います。

それで、もう一つのそれは歳出の要因とし

てはやはり保険給付費の総額が変わること、

それから歳入につきましては国民健康保険税

の見込み額、これにつきまして徴収率を求め

ておりますので、その部分で徴収率が上がっ

たことによって、その分の税収が上がること

がプラス要素、要するに繰り入れをしなくて

いい要素になります。

それから、そのほかの交付金につきまして

も、こちらのほうで当初予算ではないものを

請求をしておりまして、それが認められたこ

とによって公費負担が増えるというような結

果で、最終的に繰り入れをしなくてよくなる

というような仕組みがございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 会計上のルールが

あって、しかし確実に例年どおりの努力をす

れば確保できる収納率、あるいは制度が突然

変わらなければ前年度と同じように交付され

る調整交付金というようなものが、当初予算

では計上できないというようなことで基金か

らことしは多額の療養給付費の充当がされて

いると。

それで、私はそこまで分析できていないの

ですが、例年どおりの状況であれば、した

がって２億５,０００万円の大半が今年度

末、いや、新年度末にも不用でしたという形

で戻ってくる可能性が多分にあるというよう

に予算を見ております。

そこで、時間が押してきていますので、こ

ういうふうに見ますと予算上では基金の残高

が約２,０００万円ぐらいあると、１,９６０

万円ぐらいだということで、例年３億６,０

００万円ぐらいあるものがほとんどないとい

うようになりますが、しかし会計上の仕組み

を当初予算は持たざるを得ないので、そう

なっているのですが年度末には多額の基金を

持つことになりそうだというように私は判断

をしております。

そうしますと１２月議会からも申し上げて

いるのですが、１世帯当たり全道市町村と平

均して５万４,０００円程度の高いという現

実に対しては、１銭も基金を活用しないとい

うのは、これは大変、冷たい態度ではないか

というように思っています。

そこで１２月議会での町長の御答弁は担当
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部署に基金の活用の検討を指示すると、ある

いはつらい思いをして国保税を納税された方

の納得を得られるように検討したいと、こう

いう中身でございました。

予算編成権者として、このようなみずから

の御答弁に対して今回の予算措置は及第点だ

とお考えでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 及第点かどうかは議

会議員の皆さん、また町民の皆さんの判断だ

と思いますけれども、まだできるかなという

ような思いを持っておりますけれども、いず

れにしましてもこの基金は先ほど大江議員

おっしゃったように当初予算では赤字予算組

めないので、どうしても基金の繰り入れをし

て予算を組まないといけない、そしてその間

に入ってくるものと出るものの状況がいろい

ろ変わってくると。

出るほうは療養費が減ると、健康づくりが

うまくいっている、あるいは多分、病院にか

かりびかえではないと思いますけれども、健

康づくりが進んだり、あるいは入ってくるも

のは調整交付金のうち特別調整金が多く入っ

てきたりというような、結果として今までそ

うなってきているということですけれども、

ただ今後を見通しますとやはり高度医療がこ

の地域、今、日赤が１６０億かけて建築して

おります。そして、そのそばに道立病院が来

るということになると、かなり高度医療がこ

れから我々も利用できると、札幌までいかな

くてもこの地方でできるということになる

と、やはり療養自体の延びも当然、出てくる

のだろうなと思っておりますので、基金を保

険税の引き下げに使うというのは、なかなか

ちょっと状況として厳しいかなとは思ってお

ります。

それで、今、国保全体の費用負担をどうい

うふうにしているかとなると、国費でいうと

３４％が３２％になって、その２％が都道府

県持つと、それを調整交付金で出すというこ

となので、国は軽くなったけれども、都道県

は重くなってくる、そして一番保険者である

市町村が大変、将来に対する不安を持ちなが

ら国保の運営に当たっているということなの

で、町民の皆さんにこの基金をどうやってお

返しするかというのは、やはり健康づくりの

ためにつくるという議員の提案が、やはり最

適だと思いますので、これは例えば１回、２

億、３億使って、旭川の例では５億使ったと

一般会計から、出して１万円、たしか１万円

でしたか旭川で下げたという例は聞いており

ますけれども、それも一過性だったらやはり

だめだと思います。

将来を見据えて一、二年下げて４年目から

また上げなければいけないという状況は、

返って町民の皆さんに混乱を与えるので、こ

の基金をどうやって使うかというところにや

はり我々は心をちょっと、そこに考えをしっ

かりと持っていかなければいけないのではな

いかと思っております。

それで、１世帯当たりの２１万円という平

均で税の負担、これ全道でいうと４４番目だ

と思います。標準世帯の４０歳代の夫婦、子

供２人、そして所得２００万円となると４１

万円と、４人家族ですから４１万円というよ

うなことになっております。

また、１人当たりの税負担でいうと１１万

４,０００円ということで、この前、新聞に

も出ていましたけれども、一番高い猿払村で

は１６万円というようなことであります。全

道平均で９万２,０００円と、これは高い、

いい位置にいるかどうかというのは、それぞ

れの医療環境も含めていろいろ判断しなけれ

ばいけないと思いますけれども、これがいい

位置にいるのかどうかというのは、これまた

議会議員の皆さん、町民の皆さんの判断だと

思います。

いずれにしろ、この国民皆保険の制度を世

界に誇る制度ですので、仮に下げるとすると

やはりもうちょっと国が３２％でなく、もう

ちょっと国費を使うべきだと、地方の市町村

が下げるために財源をどうするか、一般財源

から戻ってくるというような、これはかなり

厳しい話だと思いますので、やはり国がその
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辺、国民均一なところでやはり軽減するとい

うのが、それが国の役割ではないかなとは、

そのようなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 全く時間がなくなっ

ておりますので、私は１人当たりで２５番目

に高いよとか、あるいは今回、世帯で言えば

４４番目、全道１５７事業者の中でそういう

ランクなのだということで、ぜひつらい思い

をして国保税を納税されているという方の理

解、納得が得られるような取り組みをやって

いただきたいと、一過性で返せば済む話では

もちろんありませんので、高くなっている構

造にメスを入れていただきたいということ

で、そういう取り組みに対しては期待をして

おります。

今後、国保基金の残高と歳入歳出の差引

額、繰越金はもう両方見ながら適正な予算な

のかどうかということを町民と一緒に考えて

もらいたいというように思っております。

なお、前向きに御検討いただければという

ことだけ申し上げて、あと５分半の残り時間

しかありませんので、学力テストの公表問題

で再質問させていただきます。

手元に用意したのですが、ちょっと活用し

きれないと思うのですが、学力テストが四十

数年ぶりに再度復活したのは今から十四、五

年前です。

その際、当時の文部大臣は学校や地域に教

育の上での競争原理が必要なのだということ

を盛んに主張されておりまして、それ自体が

世界の流れと随分、逆行していると、競争で

教育分野に競争を持ち込むのは教育的ではな

いと、こういう批判がＯＥＣＤの中から特に

日本に向けて発せられてまいりました。

その際、政府が行ったのは、市町村別の公

表だとか、あるいは学校別の公表はさせない

のだと、それで競争は生まれないということ

できました。スタートしたのは第１次安倍内

閣です。

そして今回、当時約束だった地域間、ある

いは学校間の公表に踏み切ったのは第２次安

倍内閣のもとで、子供たちはしたがって公表

されれば当然に当時、危惧されていました学

校間格差だとか、あるいは子供の中でのでき

る子、できない子、お前がいるからこの学校

の成績が下がったのだと、学力テスト欠席し

たらどうだというようなことは、かつて何回

も指摘されています。

あるいは、美幌町の成績がよくないのは、

どこどこの学校のせいだというふうな目が当

然に生まれるのが全ての６年生、中学３年生

を対象にした学力テストが本来持っていた危

惧だったわけです。

そういう意味では、今回、学校別に平均点

などを公表はしないという第１回目の答弁

は、それはそれで私はほっとしているのです

が、しかし、そういう構造の中で今、置かれ

ているというようなことで、最後なので今

回、教育委員会としてはそういう方向出され

たということですが、方向は腹の中にお持ち

なるのは当然なのだと思うのですけれども、

実施するしないというのは、やはり学校関係

者、例えば校長先生はもとよりですが、ＰＴ

Ａだとか、保護者だとか、あるいは教員の皆

さんとか、そういう多様な意見のもとでぜひ

教育行政としては町民との対話の中で最終決

定をしていただきたいと。

この学力テストのずっと１４年になります

か今回で、その中の持ってきた背景からいっ

て非常に慎重な取り扱いが求められていると

いうように思っております。

１２月１５日の道新の大見出しは、５段抜

きで７割が反対、あるいは慎重という中で、

最悪のケースは私は免れたかなというように

思うのですが、なおそのような慎重な取り扱

い、特に町民が主役の自治基本条例を持って

いる美幌町としては、教育行政の上でもぜひ

御配慮いただきたいというように思いますが

いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、大江議員が

おっしゃった本来の危惧されることというの

は十分、理解をします。
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ただ、私は教育長になったときに常々考え

たのは、やはり本来、最低限必要な基礎学力

とか、そういうものが今、身についていない

のではないかということに非常に私は危惧し

ているところなのです。

今までは、本来、危惧されたことで、どこ

かで子供のためとか何かに振りかえて本来の

子供の力を与えるということに努力してこな

かったことに私は非常に問題があるという気

がしています。

その中で、やはり私の信念としては地域の

子供はやはり地域で育てるということが皆さ

んが言っていた中で、全て何か学校に、学校

に言っている部分が皆さんの風潮の部分、そ

して学校はお互いこの枠の中で非常にそれを

外に出そうとしていない、私は常々、学校と

家庭と地域と行政、この四つをやはり連携と

る必要があるし、地域も何とか協力したい

と、これで子供が少なくなって、やはり地域

の底上げをしないとだめだよねと、それぞれ

皆さんが思っている中において、本当にきち

んと今、置かれている状況を一部の学校と

か、学校区というのですか、教区の分だけで

はなくて、町民に知らせる必要があると。

ただ、その中でも、では教育委員会が何で

もできるということではないので、やはり今

までの危惧されることも頭に置きながら、き

ちんと対応する必要があるけれども、まだま

だやはり地域に出して、その中の改善をして

子供たちのレベルを上げて、本当にこれから

の地域を担ってくれる、美幌町を担ってくれ

る子供たちとして、これからの地域をきちん

と安定していくことが必要だという思いの中

で、実施要領に気をつけないといけないこと

は当然、示されていますので、それをきちん

と守りながら公表していく考えでおります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、２番大江道

男さんの一般質問を終わります。

これで、一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は、１１時１５分といたします。

午前１１時０３分 休憩

────────────────

午前１１時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第３ 議案第１１から第２８号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 議案第１

１号美幌地域３町障害程度区分認定等審査会

共同設置規約の変更についてから、議案第２

８号平成２６年度美幌町病院事業会計予算に

ついてまでの１８件を議題といたします。

順次、提案者から説明を求めます。

説明に当たっては、簡潔に要点を得た説明

をお願いします。

なお、総務部長から腰痛のため、一般会計

予算について着席のまま説明をしたい旨の申

し出がありましたので、これを許可します。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の１９２

ページお開きいただきたいと思います。

議案第１１号美幌地域３町障害程度区分認

定等審査会共同設置規約の変更について。

美幌地域３町障害程度区分認定等審査会共

同設置規約を次のように変更する。

記、以下につきましては、議案の参考資料

の４、９ページ、１０ページお開きいただき

たいと思います。

地域社会における共生の実現に向けて新た

な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の整備に関する法律の施行により、障害程度

区分が障害支援区分に改めることに伴い、規

約の名称及び一部を変更するものでございま

す。

この改正につきましては、障害者総合支援

法に基づきまして、身体、知的、精神の各障

害者に必要な介護の時間を統一の基準で算定

をいたしまして、障害によって異なっていた

サービス体系から同法で３障害を一元化した

新しいサービス体系に移行するための改正で

ございます。

改正内容につきましては、美幌地域３町障

害程度区分認定等審査会を美幌地域３町障害
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支援区分認定等審査会に改め、第２条中、美

幌地域３町障害程度区分認定等審査会を美幌

地域３町障害支援区分認定等審査会に改める

ものでございます。

根拠法令等につきましては、地域社会にお

ける共生の実現に向けて新たな障害保健福祉

施策を講ずるための関係法律の整備に関する

法律でございます。

施行日につきましては、平成２６年４月１

日付でございます。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案書の１９３

ページでございます。

議案第１２号美幌町附属機関に関する条例

の一部を改正する条例制定について。

美幌町附属機関に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。

記。

美幌町附属機関に関する条例の一部を改正

する条例。美幌町附属機関に関する条例の一

部を次のように改正するということで、別表

中、美幌町学校給食運営委員会の委員構成の

うち、美幌町立福豊小学校は今年３月末で閉

校、美幌町立旭小学校に統合されますことか

ら、小学校及び中学校の校長の数６人を５人

に改正しようとするものでございます。

施行日は、平成２６年４月１日でございま

す。

なお、参考資料の１２ページに新旧対照表

を記載してあります。

以上、御説明申し上げましたので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の１９４

ページお開きいただきたいと思います。

議案第１３号美幌町非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の制定について。

美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。

記、以下につきましては、議案の参考資料

の６、１３ページ、１４ページで御説明いた

します。

地域社会における共生の実現に向けて新た

な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の整備に関する法律の施行により、障害程度

区分が障害支援区分に改められたことに伴

い、条例の一部を改正するものでございま

す。

先ほど御説明いたしました議案第１１号に

関連する改正でございまして、審査会委員の

名称変更の改正でございます。金額について

は変更はございません。

改正の内容につきましては、別表第１中、

頭の部分、障害程度区分の文言を障害支援区

分に改めるものでございます。

根拠法令等につきましては、地域社会にお

ける共生の実現に向けて新たな障害保健福祉

施策を講ずるための関係法律の整備に関する

法律でございます。

施行日につきましては、平成２６年４月１

日付でございます。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の１９５

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第１４号美幌町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。

美幌町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定しようとするということで、改正内容

につきましては、参考資料で御説明いたしま

すので、参考資料の１５ページをお開きいた

だきたいと思います。

資料７、議案第１４号関係。条例名は美幌

町職員の給与に関する条例であります。

今回の改正目的につきましては、人事院勧

告に基づく給与の改定を行おうとするもので

あります。
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改正内容につきましては、平成１７年度の

人事院勧告に基づきまして、平成１８年度の

給与構造改革による俸給水準の引き下げに伴

う経過措置がこれまで８年間とられてきまし

た。

具体的には、新制度への移行の際、旧号俸

の切りかえが必要となり、その際、切りかえ

後の俸給額が直前の俸給額に達しない場合に

は減給を保障するというものであります。

号俸が高くなるほど、減給保障期間が長く

なり、高位の号俸から切りかえられた職員は

昇格しない限り減給保障が続くこととなりま

す。

１８年から既に８年が経過をし、ほとんど

の職員が移行済みであり、ごく一部の職員し

か残っておらず、人事院につきましても平成

２６年４月で廃止するよう勧告し、国家公務

員につきましては４月から廃止をされること

となったところでございます。

本町におきましても、対象者がごく一部に

なったということと、公平性の観点から経過

措置を長く続けることには妥当ではないとい

う判断のもとに、国家公務員に準じまして４

月から廃止をしようとするものでございま

す。

施行日につきましては、平成２６年４月１

日でございます。

以上、御説明申し上げましたが、１６ペー

ジに新旧対照表を添付しておりますので、御

参考にしていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の１９

６ページをお開きください。

議案第１５号美幌町手数料徴収条例の一部

を改正する条例制定について御説明申し上げ

ます。

美幌町手数料徴収条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。

記、以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１７ページを

お開きください。

資料８、議案第１５号関係であります。

改正目的であります。エネルギーの使用の

合理化に関する法律の一部改正による字句の

整理のため、条例の一部を改正するもので

す。

エネルギーの使用の合理化に関する法律に

電気の需用の平準化の概念を追加されたこと

により、法律の名称をエネルギーの使用の合

理化等に関する法律と改正されたもので、改

正項目美幌町手数料条例の別表３５、低炭素

建築物新築等計画認定申請手数料の備考欄の

３項の根拠法令に「等」をつけて改正するも

のであります。

根拠法令は、エネルギーの使用の合理化等

に関する法律。施行日は平成２６年４月１日

です。

以上、御説明いたしました。続きまして議

案の１９９ページにお戻りください。

議案第１６号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定についてを御説明申し上

げます。

美幌町営住宅管理条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記、以下につきましては参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の２０ページをお

開きください。

資料９、議案第１６号関係であります。町

営住宅南団地、美富団地、三橋南団地、仲町

団地の４団地の駐車場整備工事を平成２６年

度から３カ年をかけて実施の予定でありま

す。

改正目的であります。南団地及び美富団地

の駐車場整備に伴い、駐車場使用料を徴収

し、または駐車場相互の間における均衡を図

るために、既に有料化している旭団地及び借

り上げ公住の駐車場使用料のうち、複数区画

を使用する際の使用料を改正するものであり

ます。

改正内容でありますが、１点目としまして

は条例第６３条の使用者の資格規定ですが、

町との契約の相手方を明確にするために、駐

車場の契約の相手方を住宅の契約者と同一と
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するための改正です。

２点目といたしましては、第６４条です

が、従来、公住の駐車場は１世帯、１区画を

原則としていましたが、今回、整備拡張する

ことから、区画の範囲内で複数台の使用を認

めることとし、第３号を追加いたします。

３点目といたしましては、別表第１になり

ますが、今回、整備します２団地の駐車場を

追加するもので、使用料金につきましては既

に旭団地が月額１,０００円としていること

から、今回、整備する２団地についても同額

としています。

ただし、備考になりますが、複数台の使用

につきましては、区画数に限りがあり、希望

者数によっては全てが認められるものでない

ことから、１区画目よりも１.５倍にする、

１,５００円にすることといたします。

この規定につきましては、既に有料となっ

ている旭団地、借り上げ公住についても適用

するものです。

施行日は、平成２６年１０月１日です。

条例の新旧対照表、資料の２１から２２

ページに記載しておりますので、御参照して

ください。

以上、説明申し上げましたのでよろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 議案書２００ペー

ジでございます。

議案第１７号指定管理者の指定について。

美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手

続き等に関する条例第６条の規定により、次

のとおり指定管理者の指定を行うものとす

る。

記、以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の２３

ページをお開き願いたいと思います。

なお、議案第１７号から議案第２０号の指

定管理者の指定にかかる資料を別途、配付を

させていただいておりますので、あわせて参

考としていただきたいというふうに思いま

す。

それでは、参考資料２３ページ、資料１

０、議案第１７号関係、指定管理者の指定に

ついてでございます。

施設の名称、美幌峠レストハウス展望休憩

室。主立ったところだけ御説明をさせていた

だきます。

指定管理者、美幌町字仲町１丁目４４番

地、美幌商工会議所、会頭若林輝彦でござい

ます。

選定の理由、美幌峠レストハウスにつきま

しては、町と商工会議所の共有建物でありま

すけれども、美幌町が所有をしております２

階の展望休憩室部分について指定管理を行う

ものであり、今までの指定管理の実績と建物

の一体的管理運営から美幌商工会議所を選定

したものでございます。

指定期間につきましては、平成２６年４月

１日から、平成３０年３月３１日までの４年

間となります。

引き続きまして、議案書２０１ページ、議

案第１８号指定管理者の指定について、美幌

町の公の施設に係る指定管理者の指定手続き

等に関する条例第６条の規定により、次のと

おり指定管理者の指定を行うものです。

記、以下につきましては参考資料の２４

ページをお開きいただきたいと思います。

資料１１、議案第１８号関係、指定管理者

の指定について。

施設の名称、美幌ターミナル物産セン

ター。

指定管理者、美幌町字新町３丁目９７番地

の２、美幌観光物産協会会長三坂重弘でござ

います。

選定の理由につきましては、今までの指定

管理実績と同施設で運営を行っている物産館

ぽっぽやとの一元管理による効率的な管理運

営を図ることができるため、美幌観光物産協

会を選定したものでございます。

指定期間につきましては、平成２６年４月

１日から平成３０年３月３１日までの４年間

というふうになります。

続きまして、議案書に戻りまして、議案書
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の２０２ページ、議案第１９号指定管理者の

指定について。

美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例第６条の規定により、次の

とおり指定管理者の指定を行うものとする。

記、以下につきましては、参考資料の２５

ページをお開きいただきたいと思います。

資料１２、議案第１９号関係。指定管理者

の指定について。

施設の名称、美幌町職業訓練センター。

指定管理者、美幌町字西１条南５丁目３番

地、職業訓練法人美幌職業訓練協会会長蓮井

博文でございます。

選定の理由につきましては、施設の設置目

的であります労働者の技能向上を図るための

職業訓練及び職業の能力検定を実施でき、ま

た過去の指定管理実績を考慮して美幌職業訓

練協会を選定したものでございます。

指定期間につきましては、平成２６年４月

１日から平成３０年３月３１日までの４年間

でございます。

議案書に戻りまして、議案書２０３ペー

ジ、議案第２０号指定管理者の指定につい

て。

美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例第６条の規定により、次の

とおり指定管理者の指定を行うものとする。

記、以下につきましては、参考資料の２６

ページをお開きいただきたいと思います。

資料１３、議案第２５関係、指定管理者の

指定について。

施設の名称、農業実習施設、休憩施設、森

林公園及び農村公園。

指定管理者、美幌町字美禽２５８番地の

２、一般財団法人美幌みどりの村振興公社、

理事長染谷良でございます。

選定の理由、公社につきましては、各施設

の特色を生かした事業展開を図り、地域に根

差した事業を積極的に進めており、また、過

去の指定管理実績を考慮して選定をしたもの

でございます。

指定期間、平成２６年４月１日から平成３

０年３月３１日までの４年間です。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、議案

の２０４ページをまずお開きいただきたいと

思います。

議案第２１号平成２６年度美幌町一般会計

予算について御説明申し上げます。

上記について、別冊のとおり提出するとい

うことで、別冊の平成２６年度各会計予算書

のまずは５ページをお開きいただきたいと思

います。

平成２６年度美幌町一般会計予算について

御説明申し上げます。

平成２６年度美幌町の一般会計の予算は、

次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ９５億７１２万５,０００円と定

め、第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定によ

り、債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」で御説明を申し上げます。

地方債。

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により、起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は「第３表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による、一時借入金の借入れの最高額

は２５億円と定めるものでございます。

それでは１１ページをお開きいただきたい

と思います。

第２表、債務負担行為でございます。

債務負担行為は、数年度にわたる債務を負

担する契約を結ぶなど、将来の財政負担を設
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定する行為で、平成２６年度以降にかかる事

業等についてその期間及び限度額を定めるも

のであります。

まず１番、上段の庁舎・別館ＬＥＤ照明借

上料でありますが、これは役場本庁舎及び別

館の照明器具の省エネ化を図るため、ＬＥＤ

化する借上料で、期間は平成２６年度から平

成３１年度までの６年間で、限度額は５３４

万３,０００円であります。

次に、総合計画策定業務委託料であります

が、これは現在の第５期美幌町総合計画は、

平成２７年度をもって期間満了となることか

ら、平成２８年度からの第６期美幌町総合計

画策定に向けた策定支援業務の委託料で、期

間は平成２６年度から平成２７年度までの２

年間で、限度額は３０８万円であります。

次に、財務会計システム借上料であります

が、これは平成１７年度に導入しました財務

会計システム更新の借上料で、期間は平成２

６年度から平成３１年度までの６年間で、限

度額は３,０９２万１,０００円であります。

次に、住民基本台帳ネットワークシステム

借上料でありますが、これは平成２０年度に

導入しました住民基本台帳ネットワークシス

テム機器更新の借上料で、期間は平成２６年

度から平成３１年度までの６年間で、限度額

は２５８万７,０００円であります。

次に、自動体外式除細動器借上料（保健福

祉総合センター）でありますが、これは平成

１６年度に御寄贈いただきました保健福祉総

合センターのＡＥＤの更新で、期間は平成２

６年度から平成３０年度までの５年間で、限

度額は１５万１,０００円であります。

次に、機械警備委託料（中学校）でありま

すが、これは平成２４年度に平成２８年度ま

での５年契約をしました中学校の機械警備委

託料につきまして、平成２６年度からの消費

税増税に伴いまして契約変更が必要となるこ

とから、平成２６年度から平成２８年度まで

の３年間で、限度額４万９,０００円を予算

化するものであります。

次に、自動体外式除細動器借上料（中学

校）でありますが、これは平成２４年度に平

成２８年度までの５年契約で更新しました中

学校のＡＥＤ借上料につきまして、平成２６

年度からの消費税増税に伴い契約変更が必要

となることから、平成２６年度から平成２８

年度までの３年間で、限度額１万１,０００

円を予算化するものであります。

次に、電子計算機借上料（図書館）であり

ますが、これは平成２１年度に更新いたしま

した図書館の電算システムの更新で、期間は

平成２６年度から平成３１年度までの６年間

で、限度額は１,４６１万７,０００円であり

ます。

次に、吸収冷温水機借上料でありますが、

これは平成９年度に設置いたしました学校給

食センター吸収冷温水機の更新で、期間は平

成２６年度から平成３３年度までの８年間

で、限度額は２,２４７万４,０００円であり

ます。

次に、１２ページをお開きいただきたいと

思います。

第３表、地方債でございますが、平成２６

年度に実施します各事業に要する財源の一部

として、地方債に求めるものでございます。

まず、一番上段の緊急防災・減災事業で、

限度額は４６０万円であります。これは瑞

治、稲美、鳥里の３カ所の樋門に非常用電源

設備を設置する工事及び避難所用発電機の購

入財源を地方債に求めるもので、地方債名は

緊急防災・減災事業債で、充当率は１００

％、後年度元利償還金の７０％が交付税措置

されるものであります。

次に、コミュニティセンター耐震補強事業

で、限度額は３,４１０万円であります。こ

れは、災害時の避難所であるコミュニティセ

ンターにおいて、平成２４年度の耐震診断、

平成２５年度の耐震補強工事実施設計に基づ

き、平成２６年度に耐震補強工事を行うに当

たって、国庫補助３分の１の残額を地方債に

求めるもので、地方債名は防災対策事業債で

充当率９０％、後年度元利償還金の５０％が

交付税措置されるものであります。
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次に、第２期埋立処分場施設整備事業で、

限度額は１,１５０万円であります。これ

は、第２期埋立処分場において発生した浸出

液を調整池へ輸送するポンプ施設に点検用の

ピットを設置するもので、地方債名は一般廃

棄物処理事業債で、充当率は７５％、後年度

元利償還金の３０％が交付税措置されるもの

であります。

次に、農業生産基盤整備事業で限度額は

１,１９０万円であります。これは、田中地

区、豊栄地区、昭美地区の道営畑地帯総合土

地改良事業の区画整理等に係る分であり、地

方債名は公共事業等債が充当率通常分が５０

％、財源対策債分が４０％の合計９０％で、

このうち財源対策債に係る分について、後年

度元利償還金の５０％が交付税措置されるも

のであります。

また、辺地対策事業債が充当率１００％で

後年度元利償還金の８０％が交付税措置され

るものであります。

次に、食料供給基盤強化特別対策事業で、

限度額は１,３３０万円であります。これは

田中、豊栄、昭美地区における畑地帯総合土

地改良事業の暗渠排水、客土、除礫及び美禽

地区における経営体育成基盤整備事業の暗渠

排水、客土の実施に伴うパワーアップ分で、

地方債名は北海道振興基金で、充当率は７５

％、交付税措置はございません。

次に、特定間伐等促進事業で、限度額は

１,２６０万円であります。これは、平成２

３年度から平成３２年度までの１０年間、未

来につなぐ杜づくり推進事業として実施され

るもので、公共造林事業として実施した植林

のうち、市町村が事業費の２６％補助した場

合、そのうち１６％分について道から市町村

に補助され、その補助残が起債対象となるも

ので、今年度は民有林２００ヘクタールを予

定しております。

なお、地方債名は一般補助施設整備等事業

債で、充当率１００％、後年度元利償還金の

３０％が交付税措置されるものであります。

次に、町道整備事業で限度額は２,２３０

万円であります。これは、社会資本整備総合

交付金により実施します町道第１９号道路及

び町道第２４号道路の舗装補修工事の補助残

分で、地方債名は公共事業等債が充当率通常

分が５０％、財源対策債が４０％の合計９０

％で、このうち財源対策債に係る分について

後年度元利償還金の５０％が交付税措置され

るものであります。

次に、埋蔵文化財発掘調査事業で、限度額

は１８０万円であります。これは田中地区、

豊栄地区の道営畑総事業の所在調査、試掘調

査を実施するもので、地方債名は北海道振興

基金で、充当率７５％、交付税措置はござい

ません。

次に、臨時財政対策債で限度額は４億２,

０００万円であります。これは、交付税制度

の見直しにより交付税の不足分の一部を地方

自治体の地方債に振りかえられたもので、充

当率は１００％、後年度に元利償還金の全額

が交付税措置されるものであります。

以上、本年度の借り入れいたします地方債

の総額は５億３,２１０万円を予定し、計上

いたしたところであります。

次に、７２、７３ページをお開きいただき

たいと思います。

歳出でございますが、まず議会費の総額は

８,６７３万３,０００円でございます。議会

運営費の議会議員報酬、期末手当、議員共済

費等、それからこの段の一番下、政務活動費

交付金につきましては、議員１３名分を計上

しているものでございます。

中ほどの業務委託料、会議録作成委託料に

ついては、大幅な減額となっておりますが、

これは委託業者変更により安価となっている

ところでございます。

次の工事請負費、議場放送設備改修工事６

９６万６,０００円が新規計上となっており

ます。これは、昭和６２年度に更新いたしま

した現放送設備の老朽化による更新で、有線

と無線の混在方式で議場に整備するものでご

ざいます。

そのほかにつきましては、昨年度と大きく
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変わりはございません。

次に、７４、７５ページをお開きくださ

い。

総務費の総額は３億７,３３７万２,０００

円でございます。

１、事務費の７行目、普通旅費が増額と

なっております。これにつきましては、各省

庁等からの情報収集のために各部長について

東京２回、札幌１回分を計上したことによる

増額でございます。

次の特別旅費につきましても増額となって

おてります。これにつきましては、ニュー

ジーランドワイパ地区定住１５０年祭公式訪

問に係る町長旅費、実費分の計上のため、そ

れから震災被災地復興支援のために、平成２

６年度職員１名を岩手県大槌町へ派遣する派

遣旅費、帰省旅費、帰任旅費の増によるもの

でございます。

中ほどの庁用備品６６万９,０００円が新

規計上となっております。これにつきまして

は、昭和５５年に購入いたしました町長室応

接セットの更新でございます。

次、庁用事務費、４行目、光熱水費新規の

計上となっておりますが、これにつきまして

は庁舎の施設維持管理経費事業からの組みか

えによる増額でございます。

そのほかにつきましては、昨年度と大きく

変わりはございません。

次、７７ページをお開きください。

６行目、３、公文書管理事業費１,００１

万９,０００円、新規計上でございます。こ

れにつきましては、平成２６年度モデル導入

する総務部内３グループの導入経費を計上し

たものでございまして、臨時職員、パート職

員１名、そのほか特別旅費、消耗品につきま

しては管理用のフォルダーとか保存箱、手数

料につきましては現書架の移設手数料、業務

委託料といたしましては導入に伴います支援

業務の委託料、備品につきましてはキャビ

ネットの購入等でございます。

次、４、職員研修事業費の特別旅費が増額

となっておりますが、これにつきましては研

修対象人数の増によるものでございます。

その下、業務委託料の職員研修委託料も増

額となっておりますが、これにつきましては

昨年度実施いたしました接遇研修を主査職１

日２コマで実施しましたが、新年度におきま

しては管理職以下２日間、４コマに充実拡充

を図って研修を行おうとするものによる増額

でございます。

下の段、広報広聴事業費業務委託料の広報

作成業務委託料が増額となっておりますが、

これはページ数の増によるものでございま

す。

次、７９ページをお開きください。

２段目の１、財政管理事業費の普通旅費が

増額となっておりますが、これは過疎法に係

る市町村計画協議のための普通旅費増でござ

います。

次の段、１、庁舎管理事業費の修繕料が大

きく増額となっておりますが、これにつきま

しては議事棟・本庁舎１階トイレの便器改

修、本庁舎電気室変圧器交換修繕等による増

額でございます。

次、施設維持管理等委託料の警備業務委託

料が増額となっておりますが、これはまず日

直をこの警備業務に一本化にしたことによる

増と、２６年度３年契約の更新年に当たりま

して、経費の見直し、あるいは消費税改正に

よる増額となったものでございます。

下から３行目、機械等借上料が新規計上と

なっておりますが、これは先ほど第２表債務

負担行為予算で御説明をいたしました本庁

舎・別館の照明器具をＬＥＤ化するものによ

るものでございます。

次、８１ページをお開きください。

２、町有財産管理事業費の中ほどにありま

す車両、１７９万円新規計上でございます。

これは、平成７年購入の公用車ライトバンの

更新で、北海道市町村振興協会３５年周年記

念特別支援金を活用して、全額この支援金を

充当して購入するものでございます。

次、企画費、１政策推進事業費であります

が、まず平成２６年度は第２表債務負担行為
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で御説明いたしました第６期美幌町総合計画

策定業務に取りかかるもの、また、平成２９

年度に迎える開基１３０年に向けて町史編纂

業務に着手するもので、委員報酬、あるいは

報償費、消耗品費、町史編纂アドバイス業務

委託料、次のページの総合計画策定業務委託

料を計上するものでございます。

次に８３ページをお開きください。

上段の５、国内外交流事業費、各種研修等

報償８８万６,０００円が増額となっており

ますが、これは隔年実施しております児童生

徒の国内外研修でフィリピンへ６名分を計上

しているものでございます。

次の費用弁償と特別旅費が新規計上となっ

ておりますが、総務費の一般管理費で御説明

いたしましたニュージーランドワイパ地区定

住１５０年祭公式訪問に係る議長及び随行職

員１名の旅費を計上したものでございます。

その下、負担金、ケンブリッチ交流事業負

担金、増額となっておりますが、同じく公式

訪問に係る関係機関代表者の旅費及び展示品

送料による増額でございます。

次、辺地対策費、１、生活バス路線等維持

事業費の下から２行目、生活バス路線運行維

持費補助金が減額となっておりますが、これ

は古梅線廃止による減額でございます。

その下、積立金１万６,０００円となって

おりますが、積立金につきましては基金利子

積立金で、以降、各費目で計上しております

積立金につきましても、同様、基金利子の積

立金でありますので、それぞれの説明につき

ましては省略させていただきたいと思いま

す。

次、８５ページをお開きください。

○議長（古舘繁夫君） 部長、ちょっと早い

けれども、暫時休憩いたします。

交通安全から始めます。

再開を１時といたします。

午前１１時５５分 休憩

────────────────

午後 ０時５９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

引き続き、お願いいたします。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 引き続き８５

ページをごらんいただきたいと思います。

２段目になります。

１、住民活動推進事業、修繕料が増額と

なっておりますが、これは古梅総合センター

体育館及び物品庫の屋根の修繕による増額で

ございます。

その下、原材料費につきましても増額と

なっておりますが、これにつきましては南集

会室の屋根塗装を自治会で実施するための材

料費代の増額でございます。

その下、庁用備品も増額となっておりま

す。これにつきましては、地域集会室のス

トーブ及び防災防炎カーテンのほか、各種イ

ベント用で実施をしているテーブル８０台、

椅子１００脚を屋外用の軽量備品に更新をし

ようとするものでございます。

下から３行目、自治会活動運営等補助金に

つきましては見直しを行たったものでござい

ます。

当該補助金は、平成１４年以降、見直しが

されてないこと及び少子高齢化による人口減

少により現行の補助基準では年々補助金が減

額となってしまい、今後、ますます重要な自

治会活動に支障となることから、補助基準を

人口減少に左右されなくするために人口割り

を廃止するとともに、均等割及び世帯割単価

の増額を図ったこと、さらには自治会所有の

地域集会室においても、指定管理と同様に電

気、水道料金の基本料金を補助することと

し、施設を所有する自治会負担軽減を図ろう

とするものでございます。

次、８７ページをお開きください。

上段の下から２行目、地域集会施設整備補

助金新規でございます。これにつきまして

は、自治会所有の集会室にかかる１０万円以

上の修繕につきまして、今までの新築あるい

は増改築に加えて、新たに修繕料についても

２分の１補助を行おうとするものでございま
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す。

次に、一番下の段になります、１、防災活

動推進事業費の下から４行目、消耗品が大幅

に増額となってございますが、これは防災啓

発用個別非常持ち出し品セットを４年次計画

で全戸配付する１年目といたしまして、２,

７５０セット、総事業費では２,６００万円

を予定し、９,７４１世帯に配付をしようと

するものでございます。

次、８９ページをお開きください。

上から５行目、樋門電気設備工事、新規の

予算でございます。

これは、先ほど地方債予算で説明をいたし

ました瑞治、稲美、鳥里の３カ所の樋門に非

常用電源設備を設置するものでございます。

その下、機械器具、これも新規でございま

すが、これにつきましては地方債で説明をい

たしました小規模避難所６カ所に６台の発電

機を整備するものでございます。

次、補助金であります。自主防災資機材等

購入補助金、新規１０万円でございます。

これにつきましては、平成２６年度より自

主防災資機材の保管庫購入費を１０万円を限

度といたしまして新たな補助を設けるものと

したものでございます。

ほかには大きく変わるところは、このペー

ジはございません。

次、９１ページをお開きください。

中ほど以降の戸籍・住民基本台帳事務費で

ございます。まず、社会保険料と臨時職員に

つきましては新規計上でありますが、これに

つきましては職員の産前産後並びに育児休暇

取得のために代替職員を雇用しようとするも

のでございます。

その下の各種表彰等報償等、１行飛びまし

て消耗品につきましては、昨年度からスター

トいたしました職員提案制度第１号として採

用した事業で、婚姻届けの用紙を明るい色に

かえ、本人控えを作成し、認証材のフォル

ダーを添えてお祝い品として贈呈しようとす

るもので、年１００件分を見込んでおりま

す。

次、一番下から２行目、電算機器借上料増

額となっておりますが、これは昨年１０月に

更新いたしました電算機借上料、本年分は通

年予算で増額となってございます。

次、９３ページをお開きください。後段の

ほうにあります知事及び道議会議員選挙費と

次のページにあります町長及び町議会議員選

挙費につきましては、平成２７年４月に行わ

れる地方統一選挙の準備費用の計上でござい

ます。

９５ページの２段目、網走川土地改良区総

代選挙費の新規予算計上でありますが、これ

につきましては平成２６年６月に行われる土

地改良区総代選挙費経費の計上でございま

す。

次、統計調査費でございます。増額となっ

ておりますが、今年度の統計調査につきまし

ては、農林業センサス、経済センサスの基礎

調査、商業統計調査、全国消費実態調査実施

による予算の増額となっております。

次、９７ページをお開きください。この

ページについては、前年度と大きな変更はご

ざいません。

次、９９ページをお開きください。民生費

でございます。民生費の総額は、２２億１８

万３,０００円の計上でございます。

一番上、社会福祉総務費、一般事務費の非

常勤職員報酬新規の計上でございます。これ

につきましては、平成２７年から平成３１年

度までの地域福祉計画等の策定委員会５回分

を計上したところでございます。

次、少し飛びまして業務等委託料、町民ア

ンケート調査業務委託料新規計上でありま

す。

これにつきましては地域福祉計画策定に伴

いますアンケート調査の実施の委託でござい

ます。

次、下のほうから６行目、３、臨時福祉給

付金給付事業費、業務等委託料、臨時福祉給

付金システム作成委託料、新規計上でござい

ます。

これは、消費税率の引き上げに伴いまして
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低所得者の負担を軽減する臨時福祉給付金の

給付準備のためにシステム導入費を当初予算

に計上するものでございます。

なお、給付金につきましては、制度が明ら

かになった時点で補正対応といたしたいと

思っております。

次、１０１ページをお開きください。

社会福祉施設費の一番上段、施設維持管理

事業費の業務等委託料の３行目、コミュニ

ティセンター耐震補強工事監理業務委託料新

規と工事請負費のコミュニティセンター耐震

補強工事の新規計上でございます。

これにつきましては、平成２４年度の耐震

診断及び平成２５年度の実施設計完了に伴い

まして新年度に補強工事を行うものでござい

ます。

具体的には体育館部分の鉄骨部分の補強を

内部から工事を施工するものとなるものでご

ざいます。

次、教育備品につきましては、コミュニ

ティセンターの卓球台の更新で、昨年度の８

台に引き続き、新年度４台を更新し、全て更

新完了となるものでございます。

その次、高齢者福祉費であります。一般事

務費、非常勤職員報酬と３行飛びまして町民

アンケート調査業務委託料につきましては、

増額及び新規計上となっておりますが、これ

につきましては平成２７年度から平成２９年

度の３カ年の高齢者保健福祉計画、第６期介

護保険事業計画策定のための委員会の開催、

あるいはアンケート調査実施の経費の計上で

ございます。

その次の消耗品費についての増額でござい

ますが、これにつきましては７５歳以上の高

齢者に対しまして外出時における身元確認や

必要な情報を確認できるように高齢者カード

を作成し、自治会を通じ配付するもので、

３,５００人分を計上したところでございま

す。

次、１０３ページをお開きください。

２、在宅福祉事業費の機械器具１５４万

９,０００円の計上、これの増額となってお

ります理由は、緊急通報装置の要望増によ

り、３０台分を計上したところでございま

す。

次、４、施設運営事業費の修繕料増額と

なっておりますが、これは老人憩いの家、機

械室給水管取りかえ修繕による増額でござい

ます。

次、１０５ページをお開きください。

５、施設措置事業費、扶助費、老人保護措

置費、３,６０１万円でございます。これ

は、美幌町民が町外の養護老人福祉施設に入

所しております１８名の方と現在、入所相談

中の２名の方を見込み、計２０名に対する措

置費の計上でございます。

次、６、後期高齢者医療費、負担金、療養

給付費負担金、後期高齢者医療広域連合で支

払いする医療給付費に要する町の公費負担分

で国が６分の４、道が６分の１、町が６分の

１を負担するものであります。

次、７、他会計負担事業費、操出金、後期

高齢者医療特別会計操出金でありますが、こ

れにつきましては保険料の軽減に係る保険基

盤安定分として８,０６５万６,０００円、広

域連合市町村負担金分として６５４万９,０

００円、市町村事務費分として１,２９７万

１,０００円について一般会計から繰り出し

するものでございます。

次の介護保険特別会計操出金につきまして

は、介護給付費に対するルール分として１億

９,４３７万７,０００円、包括的支援事業任

意事業分として１,６１４万２,０００円、介

護予防事業分として１４２万４,０００円、

人件費、その他事務経費分として４,４４５

万９,０００円を一般会計から繰り出しする

ものでございます。

次、国民年金事務費、業務等委託料の一つ

飛びまして年金生活者支援給付金システム改

修委託料新規予算計上でございますが、これ

は年金生活者支援給付金の支給に関する法律

の施行により、平成２７年１０月から支給予

定に係るシステム改修費を計上したものでご

ざいます。



－ 138 －

次、１０７ページをお開きください。

上から１０行目、補助金の大幅減額となっ

ております。２０万円ということで、大幅減

額となっておりますが、これは昨年度まで療

育病院開設準備補助金として補助金を支出し

ておりましたが、１０年間の期間が終了した

ことによる減額となっているものでございま

す。

次、３、障害者自立支援事業費、非常勤職

員報酬と業務等委託料の町民アンケート調査

業務委託料の増額、あるいは新規計上であり

ますが、これは平成２７年から平成２９年の

３カ年の第４期美幌町障がい福祉計画策定に

係る委員会の開催及びアンケート調査実施に

よる計上でございます。

その下、各種研修等報償新規予算でござい

ますが、これは市民後見人養成研修実施期間

設置検討会及び先進地視察の実施による計上

でございます。

その下、著作権等使用料新規予算の計上で

ございますが、障害福祉サービス費の請求審

査を紙ベースからシステム化に改めるため、

システムライセンス料を計上したものでござ

います。

次、１０９ページをお開きください。

２段飛びまして、２、児童福祉費、１、一

般事務費の非常勤職員報酬、普通旅費、業務

等委託料の子ども・子育て支援新制度システ

ム対応業務委託料につきましては、子ども・

子育て新制度に伴う計画策定及びシステム対

応業務委託料による増額でございます。

次に、補助金、認可外保育所利用者補助金

の増額でございます。これにつきましては、

平成２６年度保育料改定に伴う町補助金の増

額ということで、保育料改定の内容につきま

してはゼロ歳児、月５万５,０００円であっ

たものが６万円に、１歳児４万９,０００円

であったものが５万４,０００円に、２歳児

４万２,５００円であったものが４万７,５０

０円に改定されるものでございます。

次、１１１ページをお開きください。この

ページにつきましては、前年度と大きな変更

はございません。

次、１１３ページをお開きください。

一番下になります、７、子育て世帯臨時特

例給付金給付事業、業務等委託料、子育て世

帯臨時特例給付金システム作成委託料、新規

予算でございます。

消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯へ

の影響を緩和するなどの観点から給付される

子育て世帯臨時特例給付金の給付準備のた

め、システム導入経費を計上するものでござ

います。

次、１１５ページをお開きください。

中ほどの保育園費でございますが、中ほど

の２、施設維持管理事業費の４行目、修繕

料、大幅に増額となっております。

まず、美幌保育園では暖房設備改修、それ

からトイレ洋式化を行うもの、東陽保育園で

は玄関の床改修を行うものによる増額でござ

います。

次、季節保育所、季節保育所運営事業につ

きましては、全体的に減額となっております

が、これは大きくは美園保育所が平成２５年

度末をもって休所となることによる減額でご

ざいます。

次、１１７ページをお開きください。

中ほどの４、へき地保育所費のへき地保育

所運営事業費、中ほどの修繕料が大きく増額

となっておりますが、上美幌、福住、田中保

育所における遊具を点検結果に基づき、修繕

をすることによる増額でございます。ほかは

特に増額要素はございません。

次、１１９ページを飛びまして、１２１

ページをお開きください。

衛生費でございます。衛生費の総額は９億

７１４万円でございます。まず、一番上段、

１、一般事務費の補助金、２行目の医療従事

者就業支援補助金につきましては増額となっ

ております。これにつきましては、昨年度か

ら実施をしたものでありますが、求人実態に

あわせた増で、就業支援１５名分、住宅準備

支援分として７名を計上したところでござい

ます。
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次、１事業飛びまして３、他会計負担事業

費負担金、美幌・津別広域事務組合負担金に

つきましては、火葬場の運営に要する一般会

計からの負担金であります。

次の水道事業会計負担金につきましては、

公共施設の無償給水による一般会計からの負

担金であります。

次、病院事業会計負担金につきましては、

まず救急医療確保経費、医師確保に要する経

費、高度医療経費、建設改良費、自治体病院

再編経費、改革プラン経費、小児医療経費、

不採算診療経費、合わせて２億４,９４５万

８,０００円を計上したところでございま

す。

次、補助金の水道事業会計補助金につきま

しては、簡易水道に係る企業債の利子分でご

ざいます。

次、病院事業会計補助金でありますが、医

師・看護師研究研修経費、基礎年金拠出金、

子ども手当、地方公営企業会計制度改正に要

する経費といたしまして、合計２,８４６万

７,０００円を計上したところでございま

す。

次の投資及び出資金は、病院事業の企業債

元金償還金分７,３７０万９,０００円と医療

機器購入分２,７１４万９,０００円と水道の

簡易水道に係る企業債元金分として２１４万

３,０００円を計上して、合計１億３００万

１,０００円の計上でございます。

次、繰出金、個別排水処理特別会計繰出金

は、地方債の償還分として６７４万２,００

０円、資本費のルール分として１,２８３万

３,０００円と基準外分として１,６６９万円

を繰り出しするものとして合計３,６２６万

５,０００円を計上したところでございま

す。

次、１２３ページをお開きください。

後段の３、母子保健事業費、社会保険料等

臨時職員賃金、新規計上でありますが、これ

につきましては、その下の事務事業協力報償

につきましても含めまして、これは職員の産

前産後並びに育児休暇取得に伴い、代替臨時

職員１名を雇用するための新規予算計上と事

業実施のための臨時看護師、栄養士、歯科衛

生士の予算を報償費から賃金に組みかえたこ

とによる増減でございます。

このほかは変更点はございません。

次、１２５ページをお開きください。

上から３行目、４、健康づくり事業、印刷

製本費と通信運搬費と業務等委託料のがん検

診委託料が増額となっております。

特に平成２６年度は女性特有のがん検診で

過去５年間のクーポン券による受診対象者の

うち、未受診者に対し再度、無料での受診を

促す取り組みに力を入れてまいる経費を計上

したところでございます。

次に、特定検診委託料が増額となっており

ます。これにつきましては、対象年齢を今ま

での３５歳以上から２０歳以上に拡大し、若

い世代からの生活習慣病の予防を図ってまい

りたいということでの増額でございます。こ

のページはほかに変更点はございません。

次、１２７ページをお開きください。２段

目の１、保健福祉総合センター維持管理事業

費の修繕料と下から４行目、運動機器保守点

検委託料、増額あるいは新規計上でありま

す。保健福祉総合センターは開設後１０年目

を迎えまして、施設設備の老朽化に伴う修繕

料の増、あるいは運動機器の保守点検の新規

計上をいたしたところでございます。

次、下から２行目、事務用機器等借り上げ

料、新規計上でございます。これは、第２表

債務負担行為で御説明いたしました平成１７

年３月に御寄贈いただきました自動体外式除

細動器、ＡＥＤの更新でございます。

次、１２９ページをお開きください。２段

目の清掃費の１、塵芥収集事業費、業務等委

託料、塵芥収集業務委託料が増額となってお

ります。これにつきましては、法定福利費、

あるいは車両修繕費、車検整備費、燃料費、

消費税の増額等による増額でございます。

次、１事業飛びまして３、ごみ処分場維持

管理事業費の４行目、修繕料が増額となって

おりますが、これは第３期水処理施設の落雷
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対策といたしまして、光ケーブルによる絶緑

対策化を行うとすることによる増額でござい

ます。

次、５行飛びまして施設維持管理等委託料

の一番上、ごみ処理場維持管理委託料が増額

となっておりますが、これにつきましては先

ほどの塵芥収集と同様、法定福利費、消耗品

費、消費税増に伴います増額となっていると

ころでございます。

次、１３１ページをお開きください。

上段の工事請負費第２期埋立処分場移送

ピット改修工事新規計上でございます。第３

表地方債予算で御説明いたしました、第２期

埋立処分場におきまして発生する浸出液を調

整池へ移送するポンプ施設に点検用のピット

を設置する工事でございます。

次の第２期埋立処分場整備工事につきまし

ては、Ａルートの末端形成で遮水シートの敷

設、押さえ盛り土を行う工事の計上でござい

ます。

次、１３３ページをお開きください。５、

労働費でございます。労働費の総額は３,３

２３万円でございます。一番上段の１、労働

対策事業費の業務等委託料の２行目、カーテ

ン等作製業務委託料新規計上でありますが、

労働会館のブラインドの故障によりまして、

カーテンを作製し、かえるものでございま

す。

このページの一番下、貸付金減額となって

おりますが、これにつきましては勤労者住宅

建設資金貸付金で、利用件数の減少による３

００万円の減額でございます。

次、１３５ページをお開きください。

６、農林水産業費、農林水産業費の総額は

４億５３８万７,０００円でございます。３

段目、農業総務費の１、一般事務費、社会保

険料等と臨時職員賃金につきましては、土木

費からの組みかえによる増額でございます。

以下、特段、変更はございません。

次、１３７ページをお開きください。

２段目の農業振興費、１一般事務費の５行

目、修繕料増額となっておりますのは、豊栄

地区営農用水流量滅菌装置修繕による増額に

よるものでございます。

３行飛びまして、自動車等借上料、これは

新規予算計上でございます。豊幌地区沈砂池

の浚渫により発生した土砂をてん菜育苗土と

して活用するため、平成２６年度にＪＡが建

設する育苗センターまでのダンプ等の借り上

げ料で、４年間町が支援するものでございま

す。

次、補助金の１行飛びましててん菜育苗セ

ンター附帯事業補助金新規計上でございま

す。これはＪＡびほろが建設するてん菜育苗

センターの補助対象外初期費用に対しまし

て、単年の定額補助を１,５００万円するも

のでございます。ほかは特に変更はございま

せん。

１３９ページをお開きください。上から三

つ目の事業、６、みらい農業センター費の中

ほど修繕料の増額でございますが、農業機械

の老朽化に伴う修繕料等の増によるものでご

ざいます。

このページの一番下、補助金、新規就農予

定者農業実習支援事業補助金の増額でござい

ますが、農業研修補助１名、１２カ月分計上

によります増額となっております。

次、１４１ページをお開きください。２段

目、畜産業費、１、畜産振興事業の補助金の

乳用種性判別凍結精液助成事業補助金につき

まして、対象牛を未経産牛から二産目までに

拡充をしております。

次、一番下、３の牧野維持管理事業費、大

幅に減額となっておりますのは、美幌峠牧場

維持管理費につきまして、平成２５年当初予

算では直営にかかる経費を計上し、５月にお

いて補正をいたしたところから、対前年当初

予算では大幅に減額となっております。

また、賃金は牧場長の１年分を計上してお

りますが、平成２６年度は２分の１、開牧期

期間中におきましては有限会社ワタミファー

ムで負担することとし、このほか車両の貸付

料、電気、電話料を含めて牧場の開牧期間中

の経費を歳入の諸収入で美幌峠牧場負担金と
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して計上をしているところでございます。

次、１４３ページをお開きください。下の

段になります、農地費の二つ目の事業、道営

土地改良事業費につきまして、負担金の経営

体育成基盤整備事業美幌美禽地区分担金か

ら、次のページの上段にあります畑地帯総合

土地改良事業美幌昭美地区分担金につきまし

ては、別冊各会計予算参考資料６１ページで

御説明をいたしたいと思います。

６１ページに４、道営土地改良事業計画概

要とあります、よろしいでしょうか。

それでは、まず一つ目の経営体育成基盤整

備事業についてでありますが、区域は美禽の

一部で２３年度から２７年度までの継続事業

であります。

事業内容は、一番右側の欄ですがＪＡが行

う畑など面の整備で、２６年度は暗渠排水と

客土の事業を行うものであります。

事業費につきましては、４,５００万円で

ありますが、前年度分繰越５,３７９万円を

加え、合計９,８７９万円の事業費となって

おります。

次に、二つ目の畑地帯総合土地改良事業で

あります。

まず、美幌田中地区でございますが、この

区域は報徳、田中、日並、瑞治でございま

す。２３年度から２８年度までの継続事業で

あります。

事業内容は、ＪＡが行う畑等面の整備でご

ざいます。今年度は区画整理、暗渠排水、客

土、除礫の面整備事業を行うもので、２６年

度事業費は１億６,２００万円でございます

が、前年度分繰越２億３,４７７万５,０００

円を加え、合計３億９,６７７万５,０００円

の事業費となっております。

次、二つ目の美幌豊栄地区は、区域が野

崎、美富、豊幌、登栄、駒生の一部で、２４

年度から３２年度までの継続事業で、事業内

容は上と同じ面整備事業でございます。

事業費は１億４,１５０万円で、前年度繰

越部分２億２,５５０万円を加えると、合計

３億６,７００万円の事業費となっておりま

す。

最後、三つ目の美幌昭美地区でございま

す。区域は昭野、美和、栄森の一部で、２４

年度から３１年度までの継続事業で、事業内

容は上と同じ面整備事業であります。

事業費につきましては、１億３,９２１万

５,０００円でございますが、前年度繰越分

１億５,４３７万５,０００円を加え、合計２

億９,３５９万円の事業費となっておりま

す。

２６年度畑総の総事業費は４億４,２７１

万５,０００円となり、１の経営体育成を加

えますと、合計４億８,７７１万５,０００円

の事業規模となっております。

また、前年度繰越部分６億６,８４４万円

を加えますと、事業費総額は１１億５,６１

１万５,０００円となります。

財源内訳につきましては、１の経営体育成

基盤整備事業では、国５０％、道３２.５

％、地元負担１７.５％で地元負担のうち、

農家負担が７.５％、残りを道のパワーアッ

プ補助と町負担の５％ずつを負担し、２の畑

総事業の負担割合は国５２％、道２８％、地

元負担２０％で、地元負担のうち農家負担が

７.５％、残りを道のパワーアップと町で６.

２５％ずつ負担をいたすものであります。

町の負担総額は、１と２合わせた４億８,

７７１万５,０００円のうち、約６％の２,９

５６万８,０００円を予定しております。ま

た、繰越事業分として合計６億６,８４４万

円のうち、４,０７２万６,０００円を負担

し、畑総事業の総額として７,０２９万４,０

００円の負担を予定しております。

このページは以上です。

次に、各会計予算書の１４５ページにお戻

り願いたいと思います。

上から２行目と３行目、土地改良調査計画

事業稲都福梅地区負担金と土地改良調査計画

事業端野下右岸第２地区負担金、新規予算の

計上であります。

これにつきましては、一つ目は稲都福梅地

区でございます。稲美、都橋、福住、豊富、
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古梅がエリアで、事業期間は平成２７年度か

ら平成３４年度までの８年間を計画するもの

であります。

今年度は道営土地改良事業採択の計画充実

に向け、所定の調査を行おうとするものでご

ざいます。

二つ目は、端野下右岸第２地区でございま

す。この地区につきましては、北見市が実施

する畑地帯担い手支援型の新規事業でありま

す。この事業で、北見市端野町緋牛内の受益

者２名の受益面積がいずれも北見市端野町緋

牛内から本町の高野豊岡にかけての農地であ

ることから、予算計上するものであります。

今年度は実施計画を予定しておりますが、

事業費につきましては北見市が負担するトン

ネル予算となってございます。

このページの一番下の段、みどりの村運営

事業費、修繕料が増額となっておりますが、

これはグリーンビレッジ畜産加工室の、内壁

の一部を改修するものによる増でございま

す。

次の施設維持管理等委託料の２行目、農林

漁業体験実習施設管理委託料が増額となって

おりますが、これは農産加工室排煙窓の修繕

及び燃料費の単価増アップによる増となって

ございます。

次、１４７ページをお開きください。

２段目の林業費の２、林業推進事業費の一

番下、補助金、町産材活用促進事業補助金が

増額となっておりますのは、平成２５年実績

と建設会社等からの聞き取りにより２３棟５

１８立方メートル分を計上したところでござ

います。

一番下の木質ペレットストーブ購入補助金

につきましても、大きく増額となっておりま

すが、これにつきましては１台当たりの補助

単価を２０万円から４０万円に増額をいた

し、１０台分を計上しております。

なお、社会資本整備総合交付金２分の１の

補助金を財源とするものでございます。

次、１４９ページをお開きください。

中ほどの林業振興費の２、民有林振興対策

事業費の補助金、一番下、認証林普及事業補

助金新規予算の計上でございます。ＦＦＣ認

証林と非認証林の差別化により、認証エリア

拡大を図るために、認証原木に対し買い取り

価格の約１０％を補助するもので、町と森林

組合が２分の１ずつ負担するものでございま

す。ほかは、特に変更点はございません。

次、１５１ページをお開きください。

上から３行目、機械器具３３万６,０００

円につきましては、平成１８年度に購入いた

しましたチェンソー１台の更新でございま

す。

次、１５３ページをお開きください。

７、商工費であります。商工費の総額は３

億９,４１８万４,０００円でございます。一

番上段、１、商工総務推進事業費の業務等委

託料、太陽光発電システム設置モニター委託

料２００万円は、一般家庭への普及促進を図

るため、モニターを条件に１件当たり１０万

円を限度に２０件分を計上いたしたところで

ございます。

次の段、２の商店街活性化事業費の補助

金、１行飛びまして町内消費拡大セール事業

補助金８４０万円につきましては、平成２５

年度の実績を踏まえまして、一般分として３

０％プレミアムの１,８００人分、ヤングサ

ポート５０％プレミアムとして６００人分を

計上いたしたところでございます。

その下の宅配移動便利サービス利用促進事

業補助金新規６０万円の計上であります。

平成２４年度から商工会議所が実施してき

ております買い物弱者支援の宅配サービス事

業を商店街活性化の新たなツールとして事業

を拡大展開するため、３年間の基盤づくり期

間に年間６０万円の定額補助を行おうとする

ものでございます。

このページの一番下、１、観光振興事業費

の１枚めくっていただきまして、上から３行

目、業務等委託料、その下、地域資源活用・

販路拡大事業委託料新規予算の計上でござい

ます。

国の緊急雇用創出促進事業を活用いたしま
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して、３名の雇用を創出し、美幌豚を活用し

た商品開発及びプロモーション事業を行うも

ので、歳入歳出トンネル予算のものでござい

ます。

次、３、観光宣伝対策事業費の各種行事等

報償新規予算の計上でございます。

美幌峠の誘客、ＰＲのためのイベント開催

にかかる景品費用を計上したものでございま

す。

次、３行飛びまして印刷製本費も新規計上

でございます。隔年で作成しております観光

パンフレット２万部を本年度作成しようとす

るものでございます。

その次の広告料につきまして増額となって

おりますが、町内で開催されるイベントを広

くＰＲするための新聞への広告料の増額でご

ざいます。

次、４、観光施設維持管理事業費の修繕料

の増額でございますが、主に峠の湯の露天風

呂塀の改修、排煙窓の改修、ろ過タンク、塩

素注入ポンプの取りかえ改修による増額でご

ざいます。

次、施設維持管理等委託料の１枚めくって

いただきまして上から３行目、交流促進セン

ター維持管理委託料７００万円新規予算の計

上につきましては、平成２６年度から新たな

指定管理者に委託する峠の湯の管理委託料で

ございます。

次、５、イベント推進事業費の補助金、観

光和牛まつり補助金につきましては、平成２

６年度は３５周年目に当たる節目の年に当た

りまして、記念事業を実施するため、３５万

円増額をしたところでございます。

次の夏まつり補助金につきましては、増額

となっておりますが、平成２５年度実績と同

額の予算となっております。

次、４、消費者対策費、１、消費者対策事

業費の特別旅費、消耗品費、印刷製本費と業

務等委託料の生活消費者支援業務委託料の新

規予算の計上、あるいは増額につきまして

は、消費者行政活性化事業、これは補助率１

０分の１０でございます。この事業を活用し

て消費者生活相談員研修、講演会の開催、パ

ンフレットの配付による啓発事業並びに職員

研修等を行うものによる増額でございます。

次、１５９ページをお開きください。

８、土木費であります。土木費の総額は１

０億３,３９９万４,０００円でございます。

下の段になります。道路橋梁維持管理事業費

の修繕料が増額となっております。これは町

道の側溝排水路、舗装補修、雨水処理、防塵

処理等の増による増額でございます。

２行飛びまして業務等委託料、１枚めくっ

ていただきまして１６１ページ、一番上段、

旧花見橋町道撤去業務委託料５００万円、新

規予算の計上につきましては、旧花見橋の市

街地区側の旧町道の舗装及び積みブロック撤

去の委託によるものでございます。

次、実施設計等委託料の大正橋実施設計委

託料、これも新規予算の計上でございます。

橋梁長寿命化計画に基づき、平成２６年度に

大正橋の修繕実施設計を行おうとするもので

ございます。

次、工事請負費、１行飛びまして町道２９

号側溝排水路整備工事につきましては、昨年

度から２カ年計画で実施しております町道２

９号道路の登栄地区におきます側溝排水路の

整備でございます。今年度で終了するもので

ございます。

次の、第１９号道路舗装補修工事、第２４

号道路舗装補修工事、大正橋補修工事、次の

１枚めくっていただきまして中段目にありま

す道路新設改良事業の工事請負費、第１２１

号道路改良舗装工事、それから町道整備工事

につきましては、別冊の工事関係参考資料で

御説明をいたしますので、平成２６年度予算

工事関係参考資料という薄いつづりをごらん

になっていただきたいと思います。ページは

１ページ、２ページでございます。

まずは、１ページの町道整備事業でござい

ます。①から④まで番号を付しております

が、番号順で説明いたします。

まず①町道第２号道路、これは栄通でござ

いますが、北側歩道栄町１丁目、後藤宅から
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東町１丁目、美幌新聞社まで、歩道幅３メー

トル、延長８３メートルと南側歩道東３条北

４丁目渡辺宅からアパート、サウスウェルズ

までの歩道幅３メートル延長４９メートル、

合計１３２メートルの改良舗装工事でありま

す。

次に、図面右下の②町道第１０号道路は、

第６号橋落差工と本路線の改良舗装工事であ

ります。

この工事は、道が実施する駒生川の改修工

事に伴い、こうりん斎場北側に位置する駒生

川の支流、駒の沢川の落差工を設置する工事

で、延長は３７メートルでございます。

同じくその上流、農協加工馬鈴薯貯蔵庫先

の平成２５年度第２３号橋架けかえによる本

路線の移設工事で、車道幅員５メートル、延

長３９メートルの改良舗装工事であります。

その次に、その上の③町道第１２１号道路

につきましては、国道２４３号の稲美、竹下

養豚場から西島宅までの改良舗装工事を社会

資本整備総合交付金で行うものであります。

平成２５年度の改良２２１メートル、一部

舗装に引き続いて本年度は車道幅員５.５

メートル、延長１９０メートルの舗装工事を

行い、本事業の完了となります。

その次に図面、左下ほどの④町道第７７０

号道路は、大正橋の橋梁補修工事でありま

す。本事業は、橋梁長寿命化修繕計画に基づ

くもので、実施設計と一部車道幅員６メート

ル延長、４０メートルの床版補修を予定して

おります。

続いて、２ページをお開き願いたいと思い

ます。

同じく町道整備事業でございますが、図面

右上の⑤町道第１９号道路でございます。平

成２４年度繰越で実施いたしました舗装補修

事業に引き続きまして、報徳、森商会から大

西宅、車道幅員５.５メートル、延長６４０

メートルの舗装補修を予定しております。

次に、図面左中ほど、⑥町道第２４号道路

でございます。本路線も町道第１９号道路と

同じく豊岡三国宅から旧豊岡小学校までの幅

員５.５メートル、延長１,３００メートルの

舗装補修を予定しております。

なお、舗装補修事業は、社会資本整備総合

交付金で整備を予定しております。

以上、町道整備工事概要につきまして御説

明をさせていただきました。

次に、予算書の１６３ページにお戻り願い

たいと思います。

上段の二つ目の事業にあります４、堤内排

水対策事業費の下側、業務等委託料、各樋門

排水ポンプ設置等委託料が増額となっており

ますのは、昨年度までの実績を踏まえまし

て、今年度は２回分を計上したことによる増

額でございます。

その次、道路新設改良事業費の実施設計等

委託料、駒生川関連農道橋実施設計委託料

１,０００万円の新規計上でありますが、駒

生川関連事業で農道橋整備のための実施設計

を行うもので、全額道負担金を財源としてい

るものでございます。

次、一番下の段河川費、１、維持管理事業

の修繕料の増額は、河川修繕豊幌川、田中川

のり面修繕、稲美明渠排水護岸ブロック修繕

の実施による増でございます。

３行ほど飛びまして、自動車等借上料が増

額となっておりますが、これは豊幌地区沈砂

池５カ所の浚渫重機借り上げ料による増額で

ございます。

次、１６５ページをお開きください。

都市計画費でございます。二つ目の事業、

都市計画変更事業費の業務等委託料、用途地

域変更資料作成業務委託料５００万円の新規

計上であります。

平成２５年度から着手いたしました用途地

域見直しのための業務で、平成２６、平成２

７年の２カ年で用途変更、建ぺい率、用途制

限など、土地利用及び都市計画の変更資料を

作成するものでございます。

次の１、公園維持管理事業費の中ほどの修

繕料が増額となっております。これは、老朽

化による危険な遊具の修繕を行うもので、平

成２７年度からは公園長寿命化遊具修繕に着
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手をしようとするものでございます。

下のほうになります、工事請負費、簡易水

洗トイレ設置工事１００万円増額となってお

りますが、平成２６年度につきましてはひま

わり公園の簡易水洗化を行おうとする工事で

ございます。

２行飛びまして、その他の備品、３０万円

につきましては、本年度ひまわり公園に設置

する簡易水洗トイレの購入費を計上している

ものでございます。

このページの一番下、公共下水道繰出事

業、繰出金、１枚めくっていただきまして３

億３,９０８万２,０００円の計上でありま

す。

雨水処理に要する経費、地方債償還金、水

洗トイレ普及費、汚水処理費のほか、基準外

の一般会計からの繰出金でございます。

次、住宅費、１、建築事務費、昨年度まで

は一般事務費としての事業名称でございまし

た。このうち補助金、住宅リフォーム促進補

助金３,３００円でありますが、平成２３年

度から３年計画で実施してきました事業実績

の検証や町民からの継続要望が強くあるこ

と、また今後もリフォーム事業が続きますこ

とから、再度３カ年を計画し、平成２６年度

は１００件分を計上したところでございま

す。

次の１、公営住宅管理事業費の工事請負

費、一つ目、灯油集中供給設備改修工事、増

額となっておりますのは、平成２４年度から

３年計画で実施してきております最終年次で

今年度が当たりまして、今年度は南団地３号

棟から１０号棟までの８棟、１４８戸を実施

し、完了となるものでございます。

その下、公営住宅駐車場整備工事２,９８

３万１,０００円は新規予算計上でありま

す。平成２６年度から３年計画で整備し、有

料化に移行するものの初年目に当たるもの

で、平成２６年度は美富及び南団地で計３６

８台分の区画を整備するものとするものでご

ざいます。

次、１７１ページをお開きください。

９消防費でございます。消防費の総額は、

４億６,２０９万１,０００円でございます。

美幌・津別消防広域事務組合負担金といたし

ましては参考資料で御説明いたしますので、

各会計予算参考資料をお出し願いたいと思い

ます。ページ数は８０ページになります。

９広域事務組合、美幌・津別広域事務組合

負担金の内訳でございます。総務部門の議会

監査委員費、予備費が５０％ずつの負担、総

務部門の一般管理費と衛生部門（火葬場）の

経常費は、美幌町は７９.２６％、津別町が

２０.７４％で、昨年度と同じ負担割合と

なっております。

次、消防部門でございますが、通信指令施

設管理費とデジタル無線施設整備事業にかか

る公債費が昨年同様に５０％ずつ、消防本部

費及び通信指令業務運営費は美幌町７２.０

５％、津別町２７.９５％で、昨年に比べ美

幌町の負担割合が０.２７％減少となってお

ります。

また、美幌消防費、車両等整備にかかる公

債費につきましては、美幌町１００％の負担

でございます。

新年度広域組合の予算総合計は、一番下の

左段、５億６,３５２万７,０００円で、予算

合計のうち、美幌町の負担につきましては右

下の欄、４億７,３４３万６,０００円で、対

前年比０.９％減となっております。

次に、組合予算の主な事業でございます

が、新規といたしましては消防庁舎の耐震診

断業務の委託を実施すること、現有はしご車

を更新し、２０メートル級の高所活動車の整

備配置と災害現場での安全管理を図るため、

消防団員の防火衣の更新、火葬場施設の維持

管理費修繕等がございます。

なお、引き続き防火意識の向上と自主防災

組織の育成、訓練に力を入れ、災害に強いま

ちづくりに努めるとともに、消防体制、救急

体制の精度を上げ、住民の安全・安心に万全

を期してまいりたいと思っております。

また、火葬場の運営でありますが、利用者

のサービス向上とより効率的な管理運営に取
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り組んでまいりたいと思っております。

消防につきましては以上でございます。

次に、各会計予算書の１７３ページにお戻

り願いたいいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 部長、休憩をいたし

ます。

暫時休憩をします。

再開を２時１０分といたします。

午後 １時５７分 休憩

────────────────

午後 ２時１０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 先ほどの説明で

１点、訂正を願いたいと思います。

１６７ページの住宅リフォーム促進補助金

の予算額、３,３００円と説明しましたが、

３,３００万円の誤りであります。よろしく

お願いいたします。

それでは、１７３ページ、１０、教育費で

ございます。

教育費の総額は、９億５,５４３万３,００

０円でございます。一番上段の１、教育委員

会費、２行目、事務事業協力報償４万４,０

００円の新規計上でございます。これは、平

成２６年度から教育委員会の点検評価に外部

評価を投入するため、増額となっているもの

でございます。

一番下の段、１、教育振興事業費、１枚め

くっていただきまして１７５ページ、上段の

ほうにありますが負担金のうち、公開授業負

担金１９万２,０００円、新規計上でありま

す。平成２６年度に３校で公開授業を実施す

るための負担金でございます。

次、補助金、一番上段、私立幼稚園就園奨

励費補助金、大幅に増額となっております

が、これにつきましては制度改正により、ま

ず低所得世帯の保護者負担の軽減、次に第二

子の保護者を半額にし、所得制限を撤廃した

こと、次に、第三子以降につきましても所得

制限が撤廃されたことによる補助金の増額で

ございます。

１行飛びまして、北見工業高等学校創立５

０周年記念事業補助金新規予算でございます

が、平成２６年度に北見工業高等学校が５０

周年を迎えるに当たりまして、記念誌を発行

する費用に対しまして一部補助をするもので

ございます。

次、１７７ページをお開きください。

一番下の段になります、小学校費、１、学

校管理事業費の中ほどの修繕料、大幅に増額

となっておりますが、主な増額要因といたし

ましては、まず東陽小学校の暖房監視装置を

交換するために８３１万６,０００円、もう

１点、東陽小学校及び旭小学校のプールの水

槽、塗装修繕といたしまして１,２５２万８,

０００円を計上したことによるものでござい

ます。

次、業務等委託料のこのページの一番下、

スクールバス運行業務委託料が増額となって

おりますのは、福豊小学校の統合に伴います

スクールバス１台の増車及び単価の見直しに

よって増額となっております。

次、１７９ページをお開きください。

上の上段にあります中ほどの工事請負費、

東陽小学校体育館屋根改修工事新規予算の計

上であります。

東陽小学校の体育館の屋根の老朽化により

まして、雨漏りが発生しておりますので、そ

の屋根を重ねぶき工法で改修を図ろうとする

ものでございます。

１行飛びまして庁用備品につきましては、

平成２０年度に配備をいたしました東陽小学

校教職員用パソコン２３台の更新７００万円

と児童用机、椅子の更新による計上でござい

ます。

次、機械器具の増額につきましては、美幌

小学校の小型除雪ロータリーの更新と旭小学

校の芝刈り機の更新による増額でございま

す。

次、１、教育振興事業費の上段、消耗品費

の増額は平成２５年度に故磯江昌子様から御

寄付をいただきました３００万円を磯江文庫
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として小学校３校で図書を整備しようとする

ものでございます。

一つ飛びまして、庁用備品の増額につきま

しては、教育用パソコン、美幌小学校７台、

東陽小学校７台、旭小学校９台の更新と、旭

小学校タブレット端末７台、美幌小学校薬品

庫１台の更新による増額でございます。

次、１行飛びまして教育備品の増額は楽

器、教材、体育用具の購入機器増によるもの

でございます。

このページの一番下、特別支援学級事業

費、１枚めくっていただきまして上段の中ほ

ど、庁用備品の新規計上につきましては、美

幌小学校肢体不自由児用タブレット端末１台

の購入、それからその下、機械器具につきま

しては東陽小学校難聴児童用のＦＭ型受信機

及びワイヤレスマイクの購入でございます。

一番下の段、中学校費の１、学校管理事業

費、１枚めくっていただきまして１８３ペー

ジの上から２行目、業務等委託料の２行飛び

まして３行目、スクールバス運行業務委託料

につきましては、小学校費と同様、福豊小学

校の統合によるもので古梅線の廃止に伴いま

してスクールバス１台の増車と単価の見直し

による増額でございます。

次、この段の中ほど、工事請負費の北中学

校トイレ洋式化工事、新規でございます。昨

年の小学校のトイレ洋式化に続きまして、平

成２６年度は北中学校を実施し、全校これに

よって完了するものでございます。

１行飛びまして庁用備品の増額につきまし

ては、美幌中学校複写機の更新並びに生徒用

机、椅子の更新でございます。

その下、機械器具につきましては、美幌中

学校芝生管理用の散水ホース、ホース巻き取

り機器等を整備しようとするものでございま

す。

その下、教育備品につきましては新規予算

の計上でありますが、北中学校において知能

検査セットの購入費でございますが、この購

入費につきましては学校林の売払金を充当す

るものでございます。

この段の一番下、積立金５２万６,０００

円とありますが、北中学校の学校林売り払い

金総額７５万１,０００円のうち、備品整備

費に３割、２２万５,０００円を活用し、残

り７割、５２万６,０００円を学校施設整備

基金へ積み立てするものでございます。

次の段、１、教育振興事業費、１行飛びま

して庁用備品、新規計上でございます。これ

は、学校林売り払い金を活用いたしまして北

中学校の教材にオーブンレンジを購入するも

のでございます。

その下、機械器具につきましても、学校林

売り払い金を活用いたしまして、美幌中学校

にビデオカメラ１台、北中学校にワイヤレス

マイク２台を購入しようとするものでござい

ます。

１行飛びまして、教育備品増額となってお

りますが、吹奏楽の楽器５０万円、北中学校

の理科教育教材３９１万円による増額でござ

います。

次、１８５ページをお開きください。

３段目、社会教育費、１、一般事務費、後

段のほうにあります庁用備品７５万６,００

０円の新規予算計上につきましては、平成１

２年に購入いたしました複写機の更新でござ

います。ほかは、大きく変わりはございませ

ん。

１８７ページをお開きください。

２段目の事業３、成人教育事業費、各種行

事等報償並びに食料費、あるいは使用料等が

増、あるいは新規計上となっておりますが、

まず隔年実施の美幌高等学校開放講座の開催

をすること、それから女性リーダー国内研修

派遣参加、前年１名に対しまして、平成２６

年度は２名計上いたしましたところでござい

ます。

そのほかは、事業間の組みかえによる増減

でございます。

次、４、芸術文化振興事業費の各種行事等

報償、消耗品費、食糧費、次のページの一番

上、手数料、その１行飛びまして著作権等使

用料につきましては新規計上となっておりま
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すが、これにおきましてはびほーるにおける

ギャラリーコンサート、アートギャラリー実

施に伴う新規予算の経常経費でございます。

１８９ページ、上から４行目、負担金、１

行飛びまして芸術文化鑑賞事業負担金増額と

なっておりますが、まず芸術文化鑑賞事業と

いたしまして、演劇公演２００万円、日本

フィルアンサンブルコンサート３０万円、そ

れから文化団体招聘鑑賞事業といたしまし

て、劇団四季４４万円、中井貴惠読みか聞か

せ５０万円、合計３２４万円を計上したとこ

ろでございます。

次、補助金、芸術文化振興事業補助金につ

きましては、指導者招聘事業吹奏楽等の指導

者招聘、それから鑑賞事業といたしましては

いにしえの調べコンサート、チェロアンサン

ブルコンサート、藤原銅山尺八コンサート、

セルジオサントス・アコースティックコン

サートを実施しようとする経費を予算化した

ものでございます。

次の段、１、町民会館維持管理事業費、４

行目、事務事業協力報償２０万円、新規予算

の計上でありますが、これはイベント時に町

民の有識者に音響、あるいは舞台運営の協力

を願おうということで、報償費を新たに計上

したものでございます。

１行飛びまして、消耗品費増額となってお

りますのは、びほーるの音響、照明、舞台用

消耗品の不足分を新年度購入しようとするも

のによる増額でございます。

１行飛びまして、光熱水費につきまして

は、びほーるの利用実績、電気料値上げに伴

います増額でございます。

次、業務等委託料、１行飛びまして舞台設

備等操作業務委託料が増額となっております

が、びほーるの稼働日数の増に伴う応援ス

タッフ増による増額でございます。

次、施設維持管理等委託料の下から５行

目、ピアノ保守点検委託料、新規予算の計上

でありますが、平成２５年度はサービス期間

でありましたが、平成２６年度から通年予算

になりますので、予算の計上をしたところで

ございます。

次のエネルギー管理業務委託料、１２万

４,０００円、新規計上でありますが、電気

のデマンド管理を実施しようとするものでご

ざいます。

このページの一番下、庁用備品２５万６,

０００円はびほーるギャラリーの床の滑りど

めのために吸水マット２枚を購入しようとす

るものでございます。

次、１９１ページをお開きください。

一番上段の機械器具５１万円であります

が、びほーるの照明器具が少ないために、年

次計画で整備を図ろうとするもので、平成２

６年度はソースフォーライト３個、スポット

ライト３個を購入しようとするものでござい

ます。

次、２、マナビティーセンター維持管理事

業費の下のほうになります機械器具４９万

７,０００円、新規計上につきましては手押

し式小型ロータリー除雪機１台を購入しよう

とするものでございます。このページ、ほか

には大きな変更はございません。

次、１９３ページをお開きください。

５、図書館費であります。事業２番目にな

ります、２、施設維持管理事業費の下から２

行目、庁用備品１８万９,０００円の新規計

上につきましては、書架用円形スツール２０

個を２カ年で更新しようとする１年目でござ

います。

その下、機械器具１３万円の新規予算につ

きましては、書画カメラ、これは実物の投映

機というものでございます及びプロジェク

ター各１台を整備しようとするものでござい

ます。

次、１９５ページをお開きください。

２段目になります、１、博物館運営事業

費、下から３行目、実施設計等委託料、その

下、博物館暖房設備改修実施設計委託料新規

予算の計上であります。

平成２５年度に実施いたしました暖房設備

改修調査検討事業をもとに、館の暖房設備、

ヒートポンプ及び空調設備の実施設計を行お
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うとするものでございます。

次、１９７ページをお開きください。

１番、上段の原材料費が増額となっており

ますのは、収蔵庫資料整備用の原材料費とい

たしまして１００万円を計上したものでござ

います。

その下、庁用備品につきましては、平成２

５年度東京都にお住まいの本田忠盛様から御

寄付をいただきました８０万円を活用し、保

管庫２台を整備するものでございます。

次、２、博物館活動推進事業費の中ほどの

業務等委託料の一番上、標本等作製委託料、

３５万６,０００円ということで、前年から

増になっておりますが、平成２６年度の野鳥

特別展展示用に本剥製５点、骨格標本５点を

作製することによる増額でございます。

この段の下から２行目、機械器具５万８,

０００円、新規計上であります。これは、

ズーム式双眼実態顕微鏡１台を購入しようと

するものであります。

その下、図書３万２,０００円の新規予算

計上でありますが、世界鳥類和名辞典を１冊

を購入しようとするものでございます。

その下の段、１、文化財保護事業費、１枚

めくっていただきまして１９９ページの上段

の中ほど業務等委託料、２行目文化財指定樹

木保全作業委託料９９万４,０００円の新規

予算計上でありますが、美幌小学校敷地内に

あります柏の木の保全のために支柱を設置し

ようとするものでございます。

次の段、１、スポーツ振興事業費の下のほ

うになりますが負担金、２行目の１００キロ

メートルデュアスロン大会負担金２６０万円

と増額となっておりますが、これは周回コー

スにしたことによりまして記録体制が万全で

ないために、新たに測定システムを導入する

とともに機械のレンタル、あるいは人件費の

増を計上したことによる増額となったもので

ございます。

次、２０１ページをお開きください。

上から４行目、補助金の２行目、全国、全

道競技大会選手派遣補助金２００万円という

ことで、前年度から増額となっておりますの

は、全国大会への指導者引率補助を２分の１

から全額補助に改正するとともに、少年団管

内大会バス借上料につきましても２分の１を

補助することに改めたことによる増額でござ

います。

次の段、１、屋内体育施設維持管理事業費

の５行目、燃料費増額となっておりますの

は、あさひ体育センター、Ｂ＆Ｇ海洋セン

ターの燃料費を管理運営委託料から直営の燃

料費に組みかえたことによる増額となってお

ります。

修繕料の増額はトレーニングルーム、マッ

ト用カバー取りかえ修繕及びＢ＆Ｇ海洋セン

ター上屋シート取りかえ修繕による増額でご

ざいます。

次、業務等委託料の２行目、運動器具作製

業務委託料１５万２,０００円の新規計上で

ありますが、幼児体力測定器バランスバーの

作製委託をしようとするもので、このバラン

スバーにつきましては、札幌国際大学の教授

が考案したものでございます。

次、この段の下のほうになります。工事請

負費、あさひ体育センター屋根改修工事１,

５４３万４,０００円、新規計上でございま

す。

あさひ体育センターは昭和６２年に建設を

しておりまして、屋根の老朽化に伴いまして

重ねぶき工法により改修を図ろうとするもの

でございます。

このページの一番下、教育備品１３３万

９,０００円と増額となっておりますが、ま

ずはスポーツセンターバレーボールネット支

柱２組を更新しようとするもの、トレーニン

グルームゴムマット、５枚を更新しようとす

るもの、あさひ体育センター卓球台５台を更

新しようとするものでございます。

次、２０３ページをお開きください。

上のほうになりますが４行目、２、屋外体

育施設維持管理事業費の中ほど、修繕料７８

０万円と増額となっておりますのは、陸上競

技場台４種公認継続修繕として１３５万円、
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リリー山スキー場リフト索輪修繕、ゴムタイ

ヤベアリングとして２１６万円を新たに計上

したことによる増額となっております。

次、４行目、施設維持管理等委託料の下の

ほうになります。一番下になりますが、屋外

施設芝生維持管理等業務委託料２１万１,０

００円の新規計上でございますが、昨年の水

不足によりまして時間外の水まきを新たに委

託しようとするものでございます。

次、工事請負費、あさひ多目的運動広場散

水栓増設工事３２４万円の新規予算でござい

ますが、芝生管理のために直径５０ミリの散

水栓を増設しようとするものでございます。

次、原材料費の増額につきましては、各施

設の芝生、目土、張り芝等の増による増額で

ございます。

その下、機械器具につきましても増額と

なっておりますが、陸上競技場、野球場、

パークゴルフ場と芝生管理用機械の整備とい

たしましてモア、あるいはスプレーヤー等を

購入しようとするものでございます。

一番下の行、教育備品４８９万円の新規計

上でありますが、陸上競技場人口芝第４種継

続公認必要備品整備、この中では走り高跳び

用の高度計、あるいは踏み切り板を更新しよ

うとするものであります。

次、２０５ページをお開きください。

一番上段のその他の備品２０万円、新規予

算でございます。これは、パークゴルフ場に

おきまして女性専用の洋式簡易トイレ１台を

設置しようとするものでございます。

次の段、学校給食運営事業費の中ほど、業

務等委託料の２行目、有害生物防除業務委託

料９万４,０００円、新規計上であります。

これは、厨房内の有害生物の発生源、侵入経

路の特定と殺虫を業者に委託しようとするも

のでございます。

次に、施設維持管理事業費ということで、

１枚めくっていただきまして２０７ページ、

上から６行目、機械等借上料、大幅に増額と

なっておりますが、これは第２表、債務負担

行為予算で説明いたしました吸収冷温水機借

上料が新規計上となったこと、それから真空

冷却機、ステンレスコンテナ８台、保温食缶

２０個の更新をしようとする……失礼いたし

ました、機械等借上料につきましては吸水冷

温水機借上料が新規計上となったことによる

増額でございます。

次、１行飛びまして庁用備品につきまして

は増額となっておりますのが真空冷却機、ス

テンレスコンテナー８台、保温食缶２０個の

更新により増額でございます。

次、２０９ページをお開きください。

１１款公債費であります。公債費の総額

は、１３億４５７万４,０００円でございま

す。

１、町債元金償還金、償還金利子及び割引

料１１億５,２４５万９,０００円、公債費の

残高につきましては平成２５年度末で９７億

８,４９６万２,０００円で、今年度の償還額

は先ほど言いました１１億５,２４５万８,０

００円で、借り入れは５億３,２１０万円で

ありますので、平成２６年度末の残高は９１

億６,４６０万４,０００円となる見込みであ

ります。

次の町債の利子償還でございます。償還金

利子及び割引料は、１億５,０９６万７,００

０円を計上いたしました。

２の一時借入金利子につきましては、１０

０万円を計上いたしたところであります。

その下、１、手数料につきましては１４万

８,０００円の計上でありますが、これは市

町村共済組合が引き受け先となりました登録

債への事務手数料であります。

次、２１１ページをお開き願いたいと思い

ます。１２款の職員給与費であります。職員

給与費の総額は１３億４,９８０万４,０００

円でございます。

特別職級の１,６８１万５,０００円につき

ましては、町長、副町長２名分の給与でござ

います。その下の一般職級につきましては、

教育長含む１７０名の給与でございます。

次、２１３ページをお開きください。

１３款予備費でございます。予備費につき
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ましては前年度と同額の１００万円を計上い

たしたところでございます。

それでは、次に歳入について御説明申し上

げますので、１９ページにお戻りいただきた

いと思います。

町税でありますが、前年度より４,０２５

万８,０００円増の２２億２０８万７,０００

円、率にいたしまして１.９％の伸びを計上

いたしたところでございます。

まず、個人町民税でありますが、給与所

得、農業所得ともに減少しておりますことか

ら、減額を見込んでおります。

法人町民税につきましては、卸売業、小売

業の業績が上向きであることから、増額を見

込んでおります。

固定資産税につきましては、土地は時点修

正による地価下落による減、家屋は新築住

宅、大型建物の建築による増、償却資産は企

業の設備投資の増といった各項目ごとに増減

をいたしております。

都市計画税につきましても、土地は時点修

正による地価下落による減、家屋は新築住

宅、大型建物の建築による増といった各項目

ごとの増減を見込んでございます。

次、２１ページをお開きください。

地方譲与税であります。地方揮発油譲与税

は、地方揮発油税の４２％について市町村の

道路延長及び面積により譲与されるもので、

地方財政計画の見通し及び町の決算見込みを

勘案して見込んでおります。

自動車重量譲与税は自動車重量税の１,０

００分の４０７について市町村の道路延長、

面積により譲与されるものであります。

本年度の税制改正により、効果減税の拡

充、経年車に対する課税の引き上げといった

項目ごとの増減から、前年度より１,３００

万円減の９,８００万円、率にして１１.７％

の減を見込んでおります。

航空機燃料譲与税は、航空機燃料税９分の

２の割合で航空機の騒音により生じる障がい

の防止対策等に充てるため譲与されるもので

あります。

地方道路譲与税は、平成２１年度からの道

路特定財源の一般財源化に伴いまして、改正

前の各過年度分についての譲与に対する科目

設定であります。

なお、いずれも地方財政計画の見通し及び

町の決算見込みを勘案して見込んでおりま

す。

次、２３ページをお開きください。

利子割交付金は、道民税の利子割額の９９

％の５分の３相当額を市町村の個人道民税の

額で案分して交付されるもので、地方財政計

画の見通し及び町の決算見込みを勘案して見

込んだところでございます。

次、２５ページをお開きください。

配当割交付金は、個人にかかる一定の上々

株式の配当に対し特別徴収された税額の９９

％の５分の３相当額を交付されるもので、企

業の業績、好調等により前年度より２９０万

円増の５１０万円、率にして１３１.８％の

大幅増を見込んだところでございます。

次、２７ページをお開きください。

株式等譲渡所得割交付金は、個人の所得税

において源泉徴収を選択した特定口座におけ

る株式等の譲渡所得に対し特別徴収された税

額の９９％の５分の３相当額を交付されるも

ので、地方財政計画の見通し及び町の決算見

込みにより勘案して見込んだところでござい

ます。

次、２９ページでございます。

地方消費税交付金は、流通段階では最終的

な消費地を把握できないことから、都道府県

下において消費に関連した基準により清算を

することとされておりまして、その清算を

行った後の金額の２分の１に相当する額を市

町村の人口及び従業者数で案分して交付され

るもので、地方財政計画の見通し及び町の決

算見込みを勘案して見込んでおります。

本年４月からの消費税並びに地方消費税率

が合計で８％に引き上げられることに伴い、

地方消費税につきましてもこれまでの税率

１.０％から１.７％となり、前年度より５,

５２０万円増の２億６,２６０万円、率にし
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て２６.６％の大幅増で計上いたしたところ

でございます。

次、３１ページをお開きください。

自動車取得税交付金は、自動車取得税税額

の９５％の１０分の７相当額を市町村の道路

延長及び面積で案分して交付されるもので、

本年度から税制改正により減税となるほか、

エコカー減税がさらに減税となり、平成２７

年１０月に予定されております消費税並びに

地方消費税率の合計が１０％となった際に自

動車取得税が廃止となる方針が説明されてお

ります。

地方財政計画の見直しを勘案して前年度よ

り１,５７０万円減の１,４４０万円、率にし

て５２.２％の大幅減で見込んだところでご

ざいます。

次、３３ページをお開きください。

国有提供施設等所在市町村助成交付金、こ

の交付金は基地交付金とも言われるもので、

自衛隊が使用する演習場、弾薬庫、燃料庫に

要する土地、建物及び工作物等の固定資産に

対して市町村の財政状況等を考慮して交付さ

れるもので、地方財政計画の見通し及び町の

決算見込みを勘案して見込んだところでござ

います。

次、３５ページをお開きください。

地方特例交付金は、平成１８年度の税制改

正に係る住宅借入金等特別税額控除の適用者

について、所得税で控除しきれない税額控除

額を住民税から控除することとなったため、

住民税の減収分を補填するために交付される

もので、地方財政計画の見通し及び町の決算

見込みを勘案して見込んだところでございま

す。

次、３７ページをお開きください。

地方交付税であります。平成２６年度の地

方交付税の総額は、国全体ではアベノミクス

効果で地方税収入や地方交付税の原資となる

国税収入が一定程度増加するものの、歳入歳

出全般に及ぶ改革、さらには社会保障費の自

然増や公債費が高い水準で推移していること

などにより、出口ベースで対前年マイナス

１.０％の１６兆８,８５５円が確保されまし

た。

このことを踏まえまして、町におきまして

も各費目を推計した結果、基準財政需要額で

は特別枠である地域経済、雇用対策費の減、

別枠加算の縮減、地方公務員給与費削減臨時

特例の終了による人件費相当額の増、地域の

元気づくり推進費の地域の元気創造事業費へ

のほぼ同額振かえ、交付税措置される公債費

の償還増といったさまざまな増減要因を加味

し、一方、基準財政収入額では消費税額引き

上げによる地方消費税及び地方消費税交付金

の増収分の１００％参入、自動車重量譲与税

並びに自動車取得税交付金のエコカー減税反

映による減等、さらには地方財政計画による

収支見込みを加味した結果、対前年度予算よ

り３,０００万円増額の３８億４,０００万円

を計上したところであります。

次、３９ページをお開きください。

交通安全対策特別交付金は、交通違反の反

則金から事務費を除いた額を交通事故の発生

件数及び人口集中地区人口により算定交付さ

れるもので、地方財政計画の見通し及び地方

の決算見込みを勘案して見込んだところでご

ざいます。

次、４１ページをお開きください。

分担金及び負担金で、総額は７,７８２万

４,０００円でございます。中でも、農業費

分担金は道営経営体育成基盤整備事業並びに

畑地帯総合土地改良事業費の前年度事業費の

繰り越しにより、前年度より８,５１６万２,

０００円減の４,０３２万８,０００円、率に

して６７.９％の大幅減で見込んでおりま

す。

続いて、民生費社会福祉費負担金の老人福

祉施設入所者等負担金につきましては、町外

の老人福祉施設に入所している１７名分の負

担金を計上しているものでございます。

次の美幌地域３町障害支援区分認定等審査

会負担金につきましては、美幌町、津別町、

大空町の３町で実施しています審査会の事務

に係る負担金で、津別町が２４.９４％、大
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空町が２６.８９％であり、美幌町が４８.１

７％分でございます。

その下、保育料負担金、児童発達支援給付

費負担金、児童発達支援利用者負担金につき

ましては、美幌及び東陽保育園の保育料及び

子ども発達支援センターの利用に係る国保連

合会からの給付費の負担金並びに利用者本人

からの負担金であります。

次、４３ページをお開きください。

使用料及び手数料は、総額２億７,８９５

万９,０００円を計上したところでございま

す。

中でも、牧場使用料につきましては有限会

社ワタミファームへの貸し付けに伴う減、町

営住宅使用料は家賃減免等により減額、町営

住宅駐車場使用料は本年度整備を行います美

富、南団地分の増額を見込んだところでござ

います。

次、４５ページをお開きください。

このページの手数料につきましては、前年

度と大きく変更はございません。

次、４７ページをお開きください。

国庫支出金でございますが、各種国の制度

や事業実施に伴います負担金及び補助金等交

付金で、総額６億９,０７９万３,０００円を

見込んだところでございます。

上段の中ほどにあります介護給付費、訓練

等給付費負担金につきましては、歳出で御説

明しましたように給付費増によるものでござ

います。

国庫補助金の１、社会福祉費補助金の２行

目、社会資本整備総合交付金１,８９５万７,

０００円はコミュニティセンター耐震補強工

事に係る交付金でございます。

１、林業費補助金の２行目、社会資本整備

総合交付金１,２３６万円は、町産材活用促

進事業１,０３６万円、ペレットストーブ購

入補助２００万円分でございます。

その下、商工費補助金の社会資本整備総合

交付金１００万円は、太陽光発電システム設

置モニター事業分でございます。

その下、道路橋梁費補助金の社会資本整備

総合交付金５,７００万円は、町道１２１号

道路整備工事４２０万円、橋梁長寿命化修繕

工事１,２００万円、舗装補修工事３,７２０

万円、積寒路線にかかる除雪経費分３６０万

円でございます。

その下、住宅費補助金の社会資本整備総合

交付金４,９７３万９,０００円は、家賃低廉

化２,３１５万円、住宅耐震改修補助３７万

５,０００円、灯油集中供給設備改修１,８６

４万３,０００円、公営住宅駐車場整備事業

７５７万１,０００円分でございます。

次、４９ページでありますが、このページ

につきましては昨年度と大きく変更はござい

ません。

次、５１ページをお開きください。

道支出金でございますが、国庫支出金と同

様、各制度や事業実施に伴います負担金及び

補助金並びに委託金で、総額は５億６,４１

０万２,０００円でございます。

道負担金で大きく変わっていますのは、こ

のページの中ほどにあります道路橋梁費負担

金の駒生川関連改修工事負担金の減でござい

ます。

一方、道補助金での大きな増減は、次の

ページの上段の道営土地改良事業のパワー

アップ分であります食料供給基盤強化特別対

策事業補助金の大幅減によるものでございま

す。

５１ページの下から３段目、児童福祉費補

助金の中段にあります地域づくり総合交付金

１１４万８,０００円は、子ども発達支援事

業による総合交付金でございます。

５３ページの商工費補助金の２行目、緊急

雇用創出推進事業補助金につきましては、歳

出観光費で説明いたしました地域資源活用・

販路拡大事業の補助金でございます。

１行飛びまして、社会教育費補助金の地域

づくり総合交付金２５０万円につきまして

は、埋蔵文化財緊急調査事業分でございま

す。

次の５５ページにつきましては、昨年度と

大きく変わるところはございません。
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次、５７ページをお開きください。財産収

入でございますが、土地や建物等の財産貸付

収入として１,８２４万１,０００円と利子及

び配当金として３０２万１,０００円、著作

権の使用料として７,０００円を、さらに財

産の売り払い収入として１,５２８万３,００

０円の合計３,６５５万２,０００円の収入を

見込んで計上したところでございます。

一番上の賃家料につきましては、職員住宅

及び教員住宅の家賃、賃地料につきましては

北海道警察、あるいは北電等、町有地の貸付

料であります。

一番下の生産品売り払い代７５０万円はみ

らい農業センターの農産物の売り払い分でご

ざいます。

次、５９ページでございます。寄附金であ

りますが、一番下の教育費寄附金で４万６,

０００円とありますうち、４万３,０００円

はびほーるに設置してございます自動販売機

について、売り上げの一部を芸術文化振興の

ために御寄付をいただくとした協定に基づく

ものでありまして、このほかにつきましては

全て科目設定であります。

次、６１ページでございます。繰入金でご

ざいますが、各事務事業への財源の一部につ

いて、それぞれ基金から繰り入れするもの

で、総額を３億１,３５２万５,０００円を見

込み計上しております。

なお、公共施設整備基金から繰り入れする

２億１,９４４万９,０００円のうち、１億

９,２００万円につきましては、第２次美幌

町財政運営計画で計画した繰入額で、財政調

整基金から繰り入れする２,９７７万円のう

ち、２,６４７万円につきましては、平成２

５年度において、国から交付された地域の元

気臨時交付金、減債基金から繰り入れする３

００万円につきましては、平成２５年度に行

いました職員等給与削減額を緊急防災減災事

業債の償還費用に充てるための繰り入れであ

ります。

また、各基金の年度末残高につきましては

２６４ページの予算説明資料各基金等残高調

を今年度から添付しておりますので、参考に

していただきたいと思います。

次、６３ページであります。

繰越金でございますが、２５年度の繰越

金、２５年度と同様繰越金については１,０

００万円を計上したものでございます。

次、６５ページであります。

諸収入でございますが、ただいままで御説

明を申し上げてまいりました各費目に該当し

ない収入について、この収入に計上してお

り、新年度は総額５億２,２４６万７,０００

円を見込んでおります。

特に１ページめくっていただきまして６７

ページ、５、雑入のこのページの一番下から

３行目、まちづくり・人づくり推進交付金、

５９万１,０００円は、平成２５年度から全

国自治協会から直接町に交付されることと

なったことによる予算の計上でございます。

次、めくっていただいて６９ページであり

ます。

一番上段の移転等補償費３,４００万円

は、道道北見端野美幌線横断管渠布設替補償

費として４００万円、駒生川関連改修工事補

償費としての３,０００万円でございます。

次、中ほどよりちょっと下になりますが、

震災復旧事業職員派遣負担金６００万円と計

上しておりますが、これにつきましては震災

地における派遣職員の人件費相当額を今年

度、新たに岩手県大槌町へ１名、職員を負担

する人件費分として大槌町が負担をするもの

でございます。

１行飛びまして、いきいきふるさと推進事

業補助金２５０万円につきましては、美幌町

内消費拡大セール事業、子育て支援事業１０

０万円、美幌夏まつり開催事業助成金５０万

円、美幌和牛まつり３５周年事業助成金１０

０万円分をいきいきふるさと事業の助成金と

していただこうとするものであります。

その下、運動指導業務負担金１,１５２万

１,０００円につきましては、運動指導業務

の費用といたしまして国保会計からは国保加

入者割合３０％分、４３２万円を、介護保険
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会計からは６５歳以上施設使用割合５０％分

をそれぞれ負担を願おうとするものでありま

す。

その下、美幌峠牧場負担金２６１万３,０

００円につきましては、平成２６年度牧場長

人件費相当額、あるいは家畜運搬車貸付使用

料相当額、トラクター貸付使用料相当額、電

気、電話料相当額ということで、開牧期間中

の経費を有限会社ワタミファームで負担をし

ていただくこととしたものによる負担金でご

ざいます。

３行飛びまして、北海道市町村振興協会助

成金２７５万３,０００円につきましては、

本協会が新年度、設立３５周年を迎えるに当

たりまして、減災防災事業のために全市町村

へ交付されるもので、本町におきましてはこ

の交付金を使いまして公用車購入事業といた

しましてライトバン１台を、そのほか防災対

策事業費といたしまして、防災費、あるいは

被災宅地危険度判定士養成費、あるいは啓発

用資機材経費、あるいは防災情報配信システ

ム保守経費等に充当しようとするものでござ

います。

次、７１ページをお開きください。

２１款町債でございます。総額は、５億

３,２１０万円の計上でありますが、内容に

つきましては第３表地方債のところで御説明

を申し上げましたので、内容の説明につきま

しては省略させていただきたいと思います。

以上、平成２６年度の一般会計予算につい

て御説明申し上げましたので、どうぞよろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩いたしま

す。

再開を３時１０分といたします。

午後 ２時５８分 休憩

────────────────

午後 ３時１０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

先ほど、総務部長から訂正の申し出があり

ましたので、それを許します。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） １件、説明の訂

正をお願いしたいと思います。

１９７ページをお開き願いたいと思いま

す。

一番上段の説明、原材料費の説明でありま

すが、説明を再度し直させていただきたいと

思います。

原材料費１２０万円ということで、前年度

より大きく増額となっております主な要因と

いたしましては、収蔵庫資料整備用原材料と

いたしまして１００万円を計上したことによ

る増額でございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案は２０５

ページでございます。

議案第２２号平成２６年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について御説明申し上げま

す。

予算書は２７９ページをお開きいただきた

いと思います。

平成２６年度美幌町の国民健康保険特別会

計予算は次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ２９億７,０６６万６,０００円と定

める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

３０８ページをお開きいただきたいと思い

ます。

３、歳出について御説明いたします。

一般管理費、一般事務費の７,７０９万８,

０００円の主なものといたしましては、９名

分の職員人件費及びレセプト点検等の臨時職

員２名、産休代替臨時職員の賃金と事務費で

ございます。

一番下の徴税費、賦課徴収費１７３万３,

０００円につきましては、国民健康保険税の

賦課徴収に係る経費であります。

次に、３１０ページ、お開きいただきたい

と思います。
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４、趣旨普及費につきましては、消耗品４

３万８,０００円はジェネリック使用啓発パ

ンフレット、あるいは国保制度改正等パンフ

レットで、業務委託料６万７,０００円につ

きましては、昨年同様、ジェネリック医薬品

利用差額通知書作成委託料であります。

次に、３１２ページをお開きいただきたい

と思います。

保険給付費、一般被保険者療養給付費、１

５億９,２９８万１,０００円につきまして

は、過年度の受診件数・療養給付費の実績を

推計いたしまして、前年度対比７１３万円の

減額となっております。

その下、退職被保険者等療養給付費１億

４,５６５万３,０００円につきましては、６

０歳以上、６５歳未満で、厚生年金などの老

齢年金受給者の給付費で、過年度の受診件

数、療養給付費の実績を推計いたしまして、

前年度対比６９４万９,０００円の減額と

なっております。

高額療養費、一番下の被保険者高額療養費

２億２４６万２,０００円でありますが、高

額な治療にかかる給付金の増を見込みまし

て、前年度対比２９４万５,０００円の増額

となっております。

次に３１４ページをお開きいただきたいと

思います。

退職被保険者等高額療養費、２,７１８万

６,０００円につきましては、退職被保険者

の一部負担金が一定額を超える場合の給付費

で、過年度の実績を勘案いたしまして４５３

万３,０００円を減額見込んでおります。

下から３行目、出産育児諸費、出産育児一

時金、１,６８０万９,０００円につきまして

は、４０人分を計上しております。

次に、３１８ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の後期高齢者支援金等３億１,９０

２万９,０００円につきましては、国が算定

したゼロ歳から７４歳までの現役世代が後期

高齢者医療制度へ負担する支援金、事務費拠

出金でございます。

次に、３２０ページお開きいただきたいと

思います。

前期高齢者納付金２０万５,０００円、そ

の下、前期高齢者関係事務費拠出金２万４,

０００円につきましては、６５歳から７４歳

までの前期高齢者について各保険者間の医療

費の財源調整制度にかかる納付金と事務費拠

出金でございます。

次に３２４ページお開きいただきたいと思

います。

介護納付金、１億４,０９９万４,０００円

につきましては４０歳から６４歳までの介護

保険、第２号被保険者にかかる分を社会保険

診療報酬支払基金に支払いするものでござい

ます。

次に、３２６ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の共同事業拠出金、高額医療費拠出

金７,１２５万９,０００円は、高額な医療費

の発生に伴う市町村保険者の急激な負担増と

なることの分散を図るため、保険者の財政運

営の安定化を図るため、国保連合会が行う事

業でございまして、レセプト１件当たり８０

万円を超える医療費のうち、超えた部分の１

００分の５９相当額が国保連合会から交付さ

れます。

なお、拠出金のうち、国が４分の１、道が

４分の１、町は２分の１負担することになっ

ております。

その下、保険財政共同安定化事業拠出金の

３億９４２万３,０００円につきましては、

保険者間の保険料の平準化、財政運営の安定

化を図るため、国保連合会が行う事業でござ

いまして、レセプト１件当たり３０万円を超

え、８０万円までの部分の１００分の５９相

当額が国保連合会から交付をされます。

３２８ページ、お開きいただきたいと思い

ます。

一番上の保険事業費、保健衛生普及費、健

康づくり推進費、２,０８１万５,０００円に

つきましては、健康相談、健康教育、啓蒙活

動、がん検診、脳ドック、個別予防接種負担
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等の事業推進に要する事業費並びに事務費と

なっております。

なお、がん検診負担金６２０万６,０００

円、脳ドック負担金２１８万５,０００円、

個別予防接種負担金１６２万５,０００円、

エキノコックス症検査負担金２４万４,００

０円、肝炎ウイルス検査負担金１４万９,０

００円、健康等の受診率向上に取り組むこと

を推進するとともに、早期発見による医療費

削減効果があることを踏まえまして、健康づ

くりのための運動指導業務負担金４３２万

１,０００円を合わせまして、国保加入分に

かかる費用の国保会計で、その分を負担する

ものでございます。

その一段下、特定健康診査等事業費１,２

１４万３,０００円につきましては、医療費

増大の要因である一つでありますメタボリッ

クシンドロームの予防としまして、生活習慣

病の重症化を防ぐことを目的に、平成２０年

度から実施している４０歳から７４歳までが

対象でございます。

２６年度においても、さらなる受診率向上

を図ってまいりたいと考えております。

歳出については、以上でございます。

次に、歳入を説明いたしますので、２８８

ページ、お開きいただきたいと思います。

国民健康保険税総額６億３,１０５万２,０

００円につきましては、前年度対比で２,３

５５万２,０００円の減額であります。

その原因といたしまして、農業所得と給与

所得の減少、低所得者に対する保険税軽減の

対象世帯拡大制度による減少、保険者数の減

少、これが主な原因でございます。

次に、２９０ページ、お開き願います。

国庫負担金、療養給付費等負担金、現年度

分、５億８６０万９,０００円につきまして

は、療養給付費、介護納付金、後期高齢者支

援金等の３２％が国から負担されるものでご

ざいます。

その下、高額医療費共同事業負担金、１,

７８１万４,０００円につきましては、国の

負担は４分の１でございます。

その下、特定健康診査等負担金、１３９万

円は補助率３分の１でございます。

一番下の国庫補助金、財政調整交付金、１

億１,８８２万６,０００円につきましては、

市町村の財政力の不均衡を是正するため、交

付されるものでございまして、調整交付金の

交付額９％のうち、７％が普通調整交付金、

それから２％が特別調整交付金として措置さ

れるものでございます。

次、２９２ページお開きいただきたいと思

います。

療養給付費等交付金、１億４,４９８万６,

０００円につきましては、退職者医療にかか

る費用のうち、退職者分の保険税以外で賄う

ことができない費用につきまして、社会保険

診療報酬支払い基金から交付されるものでご

ざいます。

次に、２９４ページをお開きいただきたい

と思います。

前期高齢者交付金６億８４７万６,０００

円につきましては、６５歳から７４歳までの

加入者の医療負担、保険者格差を調整するた

め社会保険診療報酬支払い基金から交付され

るものでございます。

次に、２９６ページ、お開き願います。

道支出金、道負担金、１,７８１万４,００

０円につきましては、高額療養費の４分の

１、道が負担するというものでございます。

特定健康診査等負担金、１３９万円につき

ましても３分の１の道負担金でございます。

下から２段目、道補助金の財政調整交付

金、１億２２８万８,０００円につきまして

は、９％のうち６％が普通調整交付金とし

て、３％が特別調整交付金として道から交付

されるものでございます。

次に、２９８ページお開きいただきたいと

思います。

一番下、保険財政共同安定化事業交付金、

３億９４２万３,０００円につきましては歳

出で御説明いたしました事業にかかる交付金

でございます。

次に、３０２ページをお開き願います。
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一番上の一般会計繰入金、保険基盤安定繰

入金軽減分、８,７４３万４,０００円につき

ましては、保険税の負担能力が低い所得者に

対する保険税軽減分２割、５割、７割につい

ての一般会計に収入される道負担分４分の３

と町の負担分４分の１を繰り入れするもので

ございます。

その下、保険基盤安定繰入金支援分、２,

０７３万円につきましては、保険税の軽減対

象５割と７割となった一般被保険者に応じた

平均保険税の一定割合を公費で一般会計に

国、道から収入される分と町の負担分を繰り

入れるものでございます。

その下、一般会計繰入金５,０８８万９,０

００円につきましては、国保事業の運営に要

する９名分の人件費、事務費、出産一時金、

国保財政安定化支援分の交付税される部分を

繰り入れするものでございます。

その下、国民健康保険基金繰入金、２億

７,４８８万５,０００円につきましては、保

険税等の収入不足を補填するため繰り入れす

るものでございます。

なお、繰り入れの結果、平成２６年度末基

金残高は１,９６０万８,０００円の見込みで

ございます。以下は、前年と変更ございませ

ん。

国民健康保険特別会計、以上でございま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 続きまして、議

案は２０６ページでございます。

議案第２３号平成２６年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明いたしま

す。

予算書は、３４７ページでございます。

平成２６年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ３億２２万３,０００円と定める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。

３６４ページ、３６５ページでございま

す。

３、歳出について御説明いたします。

一般事務費１,３７５万１,０００円の主な

ものといたしましては、職員１名分の人件費

と事務費でございます。

その１段下、徴収費の３０万８,０００円

につきましては、後期高齢者医療保険料の賦

課徴収に係る経費でございます。

次に、３６８ページお開き願いたいと思い

ます。

後期高齢者医療広域連合納付金２億８,５

７０万４,０００円につきましては、被保険

者の増により、前年対比２,６０８万３,００

０円の増額予定となっております。

歳出は以上でございます。

次に、歳入を御説明いたします。

３５４ページ、３５５ページお開きいただ

きたいと思います。

歳入でございますけれども、後期高齢者の

医療費等につきましては、患者の自己負担の

１割を除きまして、公費負担約５割を国が

４、道が１、町が１の割合で負担をいたしま

す。後期高齢者支援金として、約４割を各保

険者が負担する、残り１割を保険料で賄って

いるという事業でございます。

一番上の後期高齢者医療保険料総額１億

９,８４９万７,０００円につきましては、被

保険者の増により、対前年度比８２９万４,

０００円の増額予定となっております。

次に、３５６ページ、お開きいただきたい

と思います。

広域連合支出金、一番上の健康増進事業交

付金１００万円につきましては、高齢者肺炎

球菌ワクチン接種費用にかかる北海道後期高

齢者医療広域連合からの交付金でございま

す。

次に、３５８ページ、お開きいただきたい

と思います。

一番上の一般会計繰入金、事務費繰入金、

１,９５２万円につきましては、広域連合へ

の事務費負担金と町の事務費分の繰り入れで

ございます。
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その下、保険基盤安定繰入金８,０６５万

６,０００円につきましては、保険料の低所

得者に対する２割、５割、７割の軽減分につ

いて、一般会計で収入される４分の３の道負

担金に町負担分４分の１を加えまして、一般

会計から繰り入れされるものでございます。

当初、低所得者の軽減対象者の増により、

前年度対比１,８０７万９,０００円の増額と

なっております。

以上、後期高齢者医療特別会計は以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

続きまして、議案は２０７ページでござい

ます。

議案第２４号平成２６年度美幌町介護保険

特別会計予算について御説明申し上げます。

予算書は、３８１ページをお開きいただき

たいと思います。

平成２６年度美幌町の介護保険特別会計予

算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ１６億５,１６３万７,０００円と定

め、第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

４０６ページをお開きいただきたいと思い

ます。

３、歳出について御説明いたします。

総務費、総務管理費、一般事務費３,０２

０万２,０００円の主なものにつきまして

は、職員４名分の人件費と事務費等でござい

ます。

その下、２段目の賦課徴収費３６万２,０

００円につきましては、介護保険料の賦課徴

収にかかる経費等でございます。

介護認定審査会費１,７０７万円のうち、

次のページ、４０８ページで認定調査費１,

０９０万４,０００円につきましては、業務

量の増加により臨時職員の賃金等の経費を１

３０万１,０００円増額し、予算計上してお

ります。

４１０ページ、お開きいただきたいと思い

ます。

２、保険給付費、介護サービス等諸費、３

行目の居宅介護サービス給付費、７億６,７

７６万１,０００円につきましては、訪問介

護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対

応型通所介護、特定施設入所者生活介護の利

用人数、日数等の増加により、前年度より１

億１,１３３万１,０００円の増額予定でござ

います。

その下、施設介護サービス給付費、５億

７,５２８万円につきましては、利用人数の

増により前年度より４,３４８万５,０００円

の増額でございます。

介護予防サービス等諸費、居宅介護予防

サービス給付費８,３１６万２,０００円につ

きましては、軽度認定者要支援１から２の方

の居宅サービスでございますが、給付は増加

しておりますが、予防が減少しているため８

６５万９,０００円の減額の見込みでござい

ます。

その下、高額介護サービス費、２,８７１

万６,０００円につきましては、１割負担の

合計額が一定の額を超えた場合の利用者へ払

い戻しをするものでございまして、実績見込

みから１３８万８,０００円を増額するもの

でございます。

次、４１２ページをお開きいただきたいと

思います。

４、高額医療費合算介護サービス等費、４

６４万１,０００円につきましては、前年同

額の見込みでございます。

上から２段目の、５、特定入所者介護サー

ビス費９,３９８万４,０００円につきまして

は、平成１７年１０月から施設サービス利用

に係る食費、居住費並びに短期入所生活介護

及び短期入所者療養介護の利用に関する食

費、居住費が保険給付の対象外の自己負担と

なったことから、低所得者、所得段階は１か

ら３の方の利用者に対して施設の設定金額と

所得段階ごとに設けられた負担限度額との差

額を保険給付から給付する制度でございま

す。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設、短期入所生活介護の食
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費及び居住費の件数が増加していることによ

りまして、前年度より１,１９１万６,０００

円の増額見込みでございます。

６、その他諸費、審査支払手数料１４７万

１,０００円につきましては、単価は０.５円

下がりましたけれども、件数が１万９,５０

０円から、２,２００件増加を見込みまし

て、１４万５,０００円の増額を見込んでい

るところでございます。

４１４ページ、お開きいただきたいと思い

ます。

一番上の地域支援事業費、介護予防事業費

１,０４２万４,０００円につきましては、主

に介護予防教室等にかかる事務事業協力報酬

でありますが、負担金７２１万２,０００円

のうち、運動指導業務負担金７２０万２,０

００円を運動指導員等の経費として６５歳以

上の利用者割合で介護保険会計から負担する

ものでございます。

包括的支援事業費、任意事業費、包括的支

援事業費２,２１１万８,０００円につきまし

ては、主に地域包括支援センター運営委託料

でございます。

任意事業費１,６２７万円に対しまして

は、認知症高齢者見守り事業費、非課税世帯

への紙おむつの支給事業、成年後見制度の支

援事業、それから高齢者配食事業、シルバー

ハウジング等の費用でございます。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明いたします。

３８８ページをお開きいただきたいと思い

ます。

介護保険料２億６,４６３万円につきまし

ては、平成２４年度から平成２６年度までの

美幌町高齢者保健福祉計画第５期介護保険事

業計画に基づきまして、３年間の介護保険事

業料見込んで、それに伴う１号保険者２１％

分として普通徴収分、特別徴収分として計上

しております。

３９０ページをお開きいただきたいと思い

ます。

分担金及び負担金、認定審査会負担金、３

１５万４,０００円につきましては、審査会

の経費負担でございます。津別町は２５.６

７％、大空町２５.９９％、美幌町は４８.３

４％の案分して負担をしております。

３９２ページ、お開きいただきたいと思い

ます。

一番上の国庫支出金、国庫負担金、介護給

付費負担金２億８,２２４万円につきまして

は、各種介護サービス費に対する介護給付費

２０％、施設サービスにつきましては１５％

国庫負担金でございます。

その下、国庫補助金、調整交付金、１億８

８５万１,０００円につきましては、給付費

総額の７％が交付されるものでございます。

地域支援事業交付金、介護予防事業交付金

２５６万６,０００円につきましては、事業

費総額の２５％が交付されるものでございま

す。

包括的支援事業、任意事業交付金、１,０

８９万円につきましては、包括的支援事業の

３９.５％が交付されるものでございます。

３９４ページ、お開きいただきたいと思い

ます。

一番上の支払基金交付金、介護給付費交付

金、４億５,０９５万５,０００円につきまし

ては、各種介護サービス費に対する２９％の

支払基金の負担分でございます。

その下、地域支援事業交付金、２９７万

６,０００円も２９％の交付金でございま

す。

３９６ページ、お開きいただきたいと思い

ます。

道支出金、道負担金、介護給付費負担金、

２億２,３１４万１,０００円につきまして

は、各種介護サービス費に対する介護給付費

１２.５％、施設サービスにつきましては１

７.５％の北海道の負担でございます。

４００ページ、お開きいただきたいと思い

ます。

一番上の繰入金、一般会計繰入金、介護給

付費繰入金、１億９,４３７万７,０００円に

つきましては、各種介護サービスに対する１
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２.５％の一般会計繰入金でございます。

その他一般会計繰入金、４,４４５万９,０

００円につきましては、職員給与４名分、そ

の他事務費の繰入金でございます。

基金繰入金、一番下の介護保険基金繰入金

３,８８７万２,０００円につきましては、歳

出の不足分を基金から繰り入れるものでござ

います。

なお、この繰り入れによりまして、平成２

６年度末基金残高は７９４万３,０００円と

見込んでおります。介護保険特別会計、以上

でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 予算書の４

３３ページをお開きください。

議案第２５号平成２６年度美幌町公共下水

道特別会計予算について御説明申し上げま

す。

平成２６年度美幌町の公共下水道特別会計

予算は次に定めるところによる。

歳入歳出の予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ１０億１,０１８万５,０００円と定

める。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

地方債第２条、地方自治法第２３０条第１

項の規定により、起こすことができる地方債

につきましては、第２表、地方債で御説明申

し上げます。

一時借入金、第３条地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借り入

れの最高額は６億円と定める。

次に、４３６ページをお開きください。

第２表、地方債であります。

起債の目的でありますが、初めに公共下水

道事業、限度額６,４９０万円であります。

公共汚水桝設置工事１０カ所、３００万円

と終末処理場電気設備等更新工事１億１,３

４０万円のうち、５,６７０万円分。

終末処理場電気設備更新実施設計委託料

１,０４０万円のうち、５２０万円でありま

す。

充当率は公共下水道債１００％でありま

す。

その下、下水道資本費平準化債、限度額は

９,０２０万円であります。

平準化債は、施設整備に投資しました起債

の償還を耐用年数に沿って平準化し、単年度

の負担軽減を図る目的で借り入れをするもの

であります。

その下、公共下水道事業特別措置分、限度

額は３,８００万円であります。

特別措置分は、繰り出し基準の見直しによ

り交付税措置に関し借り入れしました地方債

の元利償還の７０％から６０％減額されるた

め、その差分の特別措置として認められたも

のであります。

合計で１億９,３１０万円であります。な

お、起債の方法、利率、償還方法は記載のと

おりであります。

次に、歳出から御説明しますので４５４、

４５５ページをお開きください。

３、歳出。

１款１項１目の一般事務費の中の一般職給

１,３２９万７,０００円から職員共済費等４

３４万７,０００円でありますが、職員４名

分の人件費であります。

その下、業務等委託料の中、使用料収納事

務委託料２,０８２万５,０００円であります

が、下水道使用料の賦課徴収業務を水道事業

会計に委託しておりますので、全体調定件数

に対する下水道調定件数の割合４８.３３％

分を委託料として水道事業会計に支払うもの

であります。

その下、負担金の中の上から７行目、水道

事業会計負担金３３６万２,０００円であり

ますが、下水道排水設備の業務を水道事業会

計に委託しており、その負担として主査の人

件費の２５％を管路管理システムの保守点検

委託料等と水道事業会計に支払うものであり

ます。

一般事務費の下の公課費、１,４９２万５,

０００円でありますが、下水道使用料等の借
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り受け消費税と工事請負等の仮払い消費税の

精算行為による納付すべき消費税でありま

す。

次に、２目１の終末処理場維持管理事業費

の中の燃料費、１,１２８万１,０００円であ

りますが、処理場の施設を加温するために使

用するＡ重油の燃料費であります。

その下の光熱水費、２,８４９万４,０００

円でありますが、処理場と５カ所のマンホー

ルポンプ場で使用します動力の電気料と処理

場の水道使用料であります。

その下の修繕料、１,６６５万円でありま

すが、供用開始から３３年を経過しているこ

とから、処理場にかかる機器類の修繕と管理

車及び運搬車の車検整備にかかる整備費用で

あります。

次に４５６、４５７ページをお開きくださ

い。

上から２行目の終末処理場維持管理業務委

託料１億２,８２７万円でありますが、１８

名分の人件費を含む終末処理場の維持管理業

務委託料であります。

その下の機械器具４２万２,０００円は、

平成６年購入の洗車機１台の更新でありま

す。

その下の２の管渠維持管理事業費の中の修

繕料、５００万９,０００円でありますが、

マンホール１４カ所、公共汚水桝３６カ所、

管渠閉塞等の修繕料であります。

二つ下の管渠清掃委託料、５０８万円であ

りますが、東１、２、３条南１丁目、大通南

１丁目などの汚水管、管径１５０から３５０

ミリの延長１万１,１２４メートルの管渠点

検及び清掃であります。

次に３目の１の建設事業費の中の業務委託

料であります。長寿命化計画策定業務委託料

１,１００万円は、下水道管路施設長寿命化

計画基礎調査の策定委託料であります。

その下の終末処理場電気設備更新実施設計

委託料１,０４０万円は、下水道長寿命化計

画により、終末処理場の最初沈殿池、反応タ

ンク、最終沈殿池、消毒施設の電気更新のた

めの実施設計を行うものであります。

その下の工事請負費、公共汚水桝設置工事

３００万円でありますが、公共汚水桝１０カ

所分の設置工事費であります。

その下の終末処理場電気設備等更新工事、

１億１,３４０万円でありますが、処理場の

沈砂池汚水ポンプ設備の電気設備の更新設備

であります。後ほど、予算工事関係参考資料

において御説明申し上げます。

次に、４５８、４５９ページと公債費、４

６０ページは予備費でありますので、次に歳

入について御説明いたします。４４０ページ

と４４１ページにお戻りください。

２、歳入。

１款１項１目の下水道受益者負担金等５０

万３,０００円でありますが、継続４件分と

新規分２件を合わせた６件分の受益者負担金

であります。

その下、一般会計負担金２,２４９万９,０

００円でありますが、し尿処理と下水事業処

理を下水処理場で行っておりますので、処理

経費の１１％を負担していただくものであり

ます。

その下３目、個別排水処理特別会計負担

金、３２９万円でありますが、個別排水処理

会計の事務の一部を下水事業で行っていまし

て、人件費の一部を負担していただいている

ものであります。

次に、４４２、４４３ページであります。

２款１項１目の下水道使用料、３億８,２５

９万７,０００円でありますが、現年度の調

定額３億８,３５７万４,０００円に対し、収

納率を平成２５年見込みで９２.２％の３億

８,０５０万６,０００円、それから過年度の

調定額８３６万６,０００円に対し、収納率

を平成２４年度見込みで２５％の２０９万

１,０００円の合計であります。

次に、４４４、４４５ページであります。

３款の１項１目の公共下水道事業費補助金

でありますが、終末処理場電気設備更新実施

設計委託料１,０４０万分の２分の１、それ

から終末処理場電気設備更新工事施工監理委
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託料２２０万円のうちの２分の１を、それか

ら長寿命化計画策定業務委託料１,１００万

円のうちの２分の１を、それから終末処理場

電気設備等更新工事１億１,３４０万円の２

分の１、合わせて６,８５０万円でありま

す。

次に、４４６、４４７ページです。

４款の１項１目一般会計繰入金、３億３,

９０８万２,０００円でありますが、下水道

事業の財源不足を一般会計から繰り入れで補

うものであります。

次のページ、繰越金、次の諸収入を飛ばし

まして、４５２、４５３の町債につきまして

は、第２表で地方債で御説明しましたので、

続きまして予算の工事関係参考資料で御説明

いたしますので、別添とじになります図面等

の参考資料をお開きください。

予算、工事関係、参考資料の３ページをお

開きください。

公共下水道事業でございます。下水道の整

備から３９年が経過し、施設の老朽化に伴う

ふぐあいに対応するため、下水道長寿命化計

画を策定して、本年度から平成２９年度の４

カ年をかけて処理場の機械、電気設備の更新

工事を行うものであります。

終末処理場一般平面図管理棟上の黒枠斜線

で表示しております箇所が平成２６年度施工

箇所であります。

終末処理場の沈砂池、汚水ポンプ施設の電

気設備更新工事を行います。

国庫支出金、補助金５０％、残りは起債１

００％が充当されます。

平成２７年度は終末処理場の初沈反応タン

ク、終沈消毒施設の機械電気設備、平成２８

年度には終末処理場の送風設備、機械電気設

備、平成２９年度に終末処理場の自家発電機

の更新整備を予定しております。

以上、下水道の説明を終わらせていただき

ます。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

もはや、４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

─────────────────────

◎会議時間延長の宣告

○議長（古舘繁夫君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定いたし

ました。

─────────────────────

◎日程第３ 議案第１１から第２８号まで

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 予算書の４

７１ページであります。

議案第２６号平成２６年度美幌町個別排水

処理特別会計予算について御説明申し上げま

す。

平成２６年度美幌町の個別排水処理特別会

計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出の予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ８,３６６万４,０００円と定める。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことができる地方債につきま

しては、「第２表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は

１,０００万円と定める。

次に、４７４ページであります。

第２表、地方債であります。

起債の目的でありますが、個別排水処理施

設整備事業、限度額が２,６２０万円であり

ます。

今年度は、１０戸を予定しておりまして、

下水道債につきましては充当率１００％、辺
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地債につきましては４戸を予定しておりまし

て、充当率は７０％の２分の１であります。

次に、歳出から御説明申し上げますので、

４９０、４９１ページをお開きください。

３、歳出。

１款１項１目の一般事務費の中の手数料、

７万２,０００円でありますが、使用料等の

口座振込手数料でありまして、２７０戸分の

口座振込手数料と平成２６年設置予定の１０

戸分、６カ月分の口座手数料の合計でありま

す。

その下の負担金の中、公共下水道特別会計

負担金３２９万円でありますが、職員１名が

個別と下水の両会計の事務を行いまして、人

件費の４０％を下水道会計に支払うものであ

ります。

次に、２目の１、維持管理事業費の中の修

繕料４００万円でありますが、浄化槽の上ぶ

たの交換、ブロアーポンプ等の修繕による費

用であります。

その下の手数料３９６万２,０００円であ

りますが、汚泥処理手数料と浄化槽法による

水質検査手数料でして、平成２０年度以前の

開始分２６１戸分と平成２５年度開始分の９

戸分の手数料です。

その下の施設維持管理等委託料の中の施設

保守点検委託料６０５万８,０００円であり

ますが、浄化槽法によります４カ月ごとに行

います保守点検委託料と今年度設置分の軽微

な保守点検委託料であります。

その下の清掃業務委託料８９６万３,００

０円でありますが、保守点検の汚泥の堆積量

等にあわせて確認し、必要に応じて浄化槽内

の汚泥くみ取り、槽内を洗浄するものであり

ます。

３目の建設事業費中の工事請負費、個別浄

化槽設置工事２,８４４万８,０００円であり

ますが、今年度予定しております５人槽２

戸、７人槽６戸、１０人槽２戸の計１０戸分

の工事費であります。

次に、４９２、４９３ページであります。

２款の１項１目の元金償還金、１,９０６

万２,０００円、その下の利子償還金８９０

万４,０００円でありますが、平成２５年度

までに借り入れしました起債の元金と利子の

償還であります。

次に、歳入で御説明しますと４７８、４７

９ページにお戻りください。

２の歳入、１款１項の個別排水処理施設受

益者分担金１７１万８,０００円であります

が、今年度予定しております５人槽２戸、７

人槽６戸、１０人槽２戸の計１０戸分の受益

者分担金であります。

次のページ、４８０、４８１ページです。

２款の１項１目の個別排水処理施設使用

料、１,８９８万９,０００円でありますが、

平成２５年度までに設置しました２７０戸分

と平成２６年度に予定しております１０戸分

の使用料です。

その下の検査手数料１万円でありますが、

今年度予定しております１０戸分の検査手数

料です。

次のページ、４８２、４８３ページ。

３款１項１目一般会計繰入金３,６２６万

５,０００円でありますが、個別排水処理会

計の財源不足を一般会計で補っていただいて

いるものであります。

次のページ、繰越金、諸収入を飛びまし

て、４８８、４８９ページは６款の町債で説

明させていただきましたので、省略させてい

ただきます。

以上、個別排水を終わらせていただきま

す。

予算書の５０１ページをお開きください。

議案第２７号平成２６年度美幌町水道事業

会計予算について御説明申し上げます。

総則。

第１条、平成２６年度美幌町の水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。

第２条、業務の予定量は次のとおりとす

る。

（１）給水戸数は８,８０７戸でありまし

て、平成２５年度当初より７戸増の計上であ
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ります。

（２）年間総給水量は２０１万１,０００

立方メートルでありまして、これも平成２５

年度当初よりも３万２,０００立方メートル

増の計上であります。

（３）一日平均給水量は５,５０９立方

メートルでありまして、これも平成２５年度

当初よりも８７立方メートル増で計上してお

ります。

主な建設事業につきましては、資本的収入

及び支出で御説明申し上げます。

給水戸数、総給水量及び一日平均給水量、

それぞれ昨年より増となっていますのは平成

２５年度実績による増を見込んでおります。

収益的収入及び支出、第３条と次のページ

５０２ページの資本的収入及び支出、第４に

つきましては、予算実施計画書及び説明書で

御説明申し上げます。

５０２ページ、債務負担行為、第５条、水

道料金システム借上料、限度額２,６６６万

４,０００円であります。水道料金会計シス

テムの更新をするものであります。

次の５０３ページ、企業債、第６条起債の

目的でありますが、初めに水道管路整備事

業、限度額が６,１５０万円であります。

対象工事は配水管新設工事２路線、配水管

敷設替工事４路線、配水管布設替補償工事１

路線の計７路線であります。充当率は企業債

１００％であります。

また、配水管補償工事１路線で配水管の残

存価格分として補償費５２０万円が収入とし

て見込まれることから、それを差し引いた額

を計上しております。

二つ目の水道施設整備事業、限度額が１,

５８０万円であります。高野第一加圧ポンプ

所計装設備工事遠隔通信設備と豊幌加圧ポン

プ所の外柵工事であります。

三つ目に量水器収納筺設置事業、限度額が

５,９６０万円であります。平成２４年度か

ら１４年間の計画で、伸縮式の量水器用に交

換整備するもので、平成２６年度は７４０戸

分を計上しております。

なお、起債の方法、利率、償還方法につき

ましては、記載のとおりであります。

一時借入金、第７条、一時借入金の限度額

は１億円と定める。

議会の議決を経なければ流用することがで

きない経費、第８条、他会計からの補助金、

第９条、たな卸資産購入限度額、第１０条に

つきましては記載のとおりであります。

次に、５０４、５０５ページであります。

予算の実施計画書及び説明書の収益的収入

及び支出の収入であります。

１款１項１目の給水収益４億３,４５９万

８,０００円でありますが、平成２５年度実

績及び消費税率の改定による増額を見込んで

おります。

その下の４目雑収益の中の下水道使用料賦

課徴収受託料、２,８２５万円であります

が、下水道使用料の賦課徴収業務の水道事業

会計で受けており、対象経費を調定件数の割

合の４８.３３％をいただくものでありま

す。

平成２６年度料金システムリースの更新に

より、増額となっております。

２の営業外収益の長期前受金戻入の７,７

００万円でありますが、公営企業会計制度見

直しによりみなし償却廃止に伴う固定資産の

取得、改良に交付される補助金等を収益化し

た額を計上しております。

次のページ、５０６、５０７ページ。

ここの特別利益３６万２,０００円につき

ましても、公営企業会計制度見直しにより、

管路管理システムリース料及び企業会計シス

テムリース料をリース資産への振かえに伴う

特別利益の計上であります。

次のページ、５０８、５０９ページ。収益

的収入・支出の支出であります。

１款１目の原水及び浄水費につきまして

は、浄水場にかかる経費と職員１名分の人件

費を含む予算計上となっております。

このページの中ほど、１５節委託料の中の

日並浄水場運転管理業務委託料２,９３４万

４,０００円でありますが、平成２６年度か
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ら浄水場運転管理につきましては、民間への

業務委託に移行となります。

次のページ、５１０、５１１ページであり

ます。

２目の配水及び給水費につきましては、職

員２名の人件費を含む予算を計上しておりま

す。このページの中ほど、１５節の委託料の

一番下、検定期間満了分量水器検満取替委託

料、１,０１４万４,０００円でありますが、

計量法によります８年ごとに量水器のメー

ターの取りかえをするもので、今年度は１,

４１１個を予定しておりますが、そのうち７

４０個は量水器収納筺設置事業で、伸縮型に

更新するために資本的収支に計上しておりま

す。残りの６７１個分の取りかえ費をここで

計上しております。

次のページ、５１２、５１３ページです。

業務費であります。

業務担当職員４名分と臨時職員１名分の人

件費と個人委託をしている検針の経費であり

ます。

次に、その下の４段目の総係費であります

が、水道主幹１名分の人件費を組む予算であ

ります。

次のページ、５１４、５１５ページであり

ます。

上から２行目です。委託料、水道施設耐震

化調査業務委託料８００万円は、浄水場配水

池ポンプ場、取水施設の耐震化調査で、耐震

診断を実施するに当たり、優先順位をつける

ための基礎調査を行うものであります。

その下の３３節の貸倒引当金繰入金、２１

万６,０００円でありますが、平成２６年度

不納欠損金の予定額、金銭債権について次期

以降に予想される貸し倒れ額を見積もり計上

しております。

その下の５目の減価償却費、有形固定資産

減価償却費中のリース資産、４６０万６,０

００円でありますが、管路管理システム、企

業会計システム、水道料金システムの固定資

産を還付払いで購入した場合と同様に、リー

ス資産として計上しております。

その下の２項の営業外費用、支払い利息の

中のリース資産利息として２４万８,０００

円を計上しております。

次のページ、５１６、５１７ページです。

３項の特別損失、退職給付引当金繰入額、

６,３８９万９,０００円であります。地方公

営企業の会計職員の引き当て義務化に伴いま

して、年度末に職員が全員都合退職をした場

合に支払う期末要所要額で、予定退職給付債

務から退職組合積み立て額を引いた額を計上

しております。

その下の貸倒引当金繰入金、４万８,００

０円は、平成２５年度末の不納欠金確定額で

あります。

次のページ、５１８、５１９ページです。

資本的収入及び支出の収入であります。１

款１項１目の企業債、１億３,６９０万円で

ありますが、第６条の企業債のところで御説

明しましたので省略させていただきます。

その下の２項１目の簡易水道等施設整備事

業実施区域水道施設の分担金、豊幌地区の給

水を受けようとする者、１件当たり２００万

円の分担金であります。

その下、３項１目の水道管路整備工事負担

金、５２０万円でありますが、道道の道路工

事に伴います配水管布設替工事の補償費であ

ります。

その下、一般会計操出金２,１４３万円で

ありますが、旧簡易水道にかかる企業償還元

金に対する出資金であります。２１４万３,

０００円であります、済みません、出資金で

あります。失礼いたしました。

次のページ、５２０、５２１ページであり

ます。

資本的収入及び支出の支出であります。

１款１項１目の浄水配水設備であります

が、施設担当職員１名分の人件費を組む予算

であります。

このページの中ほどにあります２３節工事

請負費水道管路整備につきましては、後ほど

予算工事関係参考資料で御説明いたします。

水道施設整備事業、１,５８０万円であり



－ 167 －

ますが、一つには高野第一加圧ポンプ所計装

設備工事として、平成９年度整備しました遠

隔通信設備の更新を行うものの工事費１,１

３０万円であります。

もう一つは、豊幌加圧ポンプ所外柵設置工

事、ネットフェンス高さ２メートル、延長９

２.１メートルの工事費４５０万円でありま

す。

本事業の特定財源充当につきましては、企

業債充当率１００％であります。その下の簡

易水道等施設整備事業は豊幌地区の分担金工

事１戸分の予算設定であります。その下、２

目の業務設備費の中の量水器筺取替費５,９

６８万５,０００円でありますが、これは７

５０戸分の設置委託と量水器収納筺代であり

ます。

その下の３目資産購入費、３節ソフトウェ

ア、水道管路管理システムライセンス１台

分、１３２万９,０００円、それからリース

資産、４８６万円は先ほど言いました公営企

業会計の制度見直しに伴う管路管理システム

債務負担行為７４万円、企業会計システム債

務負担行為１５８万円、水道料金システム債

務負担行為２５４万円の単年度分の負担であ

ります。

続きまして、予算の工事関係参考資料につ

いて御説明いたしますので、参考資料の４

ページをお開きください。

水道管路の老朽化が原因となる水道漏水に

対して、計画的に布設がえを実施するととも

に、道路事業等に関連した補償工事や管路の

新設工事により水道管網の整備をし、安定的

な給水を図るものであります。

地図番号の①図面の中ほど、栄町２丁目、

町道第２１３号道路改良舗装工事とあわせ

て、配水管新設工事であります。

ダクタイル鋳鉄管管径７５ミリ、延長１５

６メートルの新設工事を予定しております。

次に、その左上、地図番号②の栄町４丁

目、町道第１号道路第２１１号道路で、長距

離給水管解消のために配水管新設工事であり

ます。ポリエチレン管管径５０ミリ、延長２

３６メートルの新設工事を行います。

その次に、図面中ほどの地図番号③東３条

南３丁目町道第２８２号道路の昭和４１年布

設がえ塩ビ管の老朽管布設替工事でありま

す。

ポリエチレン管管径５０ミリ、延長１１７

メートルの布設替工事を行います。

その次に同じく図面の中下の地図番号④東

３条南４丁目、町道２６７号、第２６８号道

路の昭和４１年度布設がえしました塩ビ管の

老朽管布設替工事であります。

ポリエチレン管管径５０ミリ、延長１５０

メートルの布設替工事を行います。

その次に、同じく図面中ほどの地図番号⑤

東２条北１丁目の町道第２５４号道路の昭和

４２年度布設しました塩ビ管の老朽管布設替

工事であります。ポリエチレン管径５０ミ

リ、延長５２メートルの布設替工事を行いま

す。

その次に、同じく図面の中、右中ほどの地

図番号⑥三橋町１丁目、町道第３１３号道

路、昭和４２年度布設しました塩ビ管の老朽

化布設替工事であります。ダクタイル鋳鉄管

管径７５ミリ、延長３５０メートルの布設替

工事を行います。

図面の左中ほど、地図番号⑦緑の道道第１

２２号北見端野美幌線の道路改良舗装工事の

関連で、配水管布設替補償工事であります。

平成２年度に布設しました塩ビ管をボックス

カルバート添架管ポリエチレン管管径１５０

ミリ、保温外装管管径２５０ミリ、延長２５

メートルとダクタイル鋳鉄管管径１５０ミリ

の延長５４５メートルの布設替工事を予定し

ております。

続いて５ページをお開きください。

豊幌加圧ポンプ所の施設の維持管理上に必

要な外柵設置工事を行うものであります。図

面に表示しております高さ２メートル、延長

９２.１メートルのネットフェンスの設置を

行います。

以上、御説明させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。
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○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） それでは、議

案２１１ページ、議案第２８号平成２６年度

美幌町病院事業会計予算について御説明申し

上げます。

予算書５３７ページをお開き願います。

第１条、平成２６年度美幌町病院事業会計

予算は、次に定めるところによる。

第２条の業務予定量及び第３条の収益的収

支の予定額は、それぞれ記載の金額で定める

もので、内容は実施計画及び説明書で御説明

申し上げます。

次に、５３８ページをお開き願います。

第４条の資本的収支の予定額は記載のとお

りで、資本的収支に対する不足額６,５７０

万５,０００円は、過年度分損益勘定留保資

金で補填することとしており、内容は実施計

画及び説明書で御説明申し上げます。

第５条の債務負担行為は、既にリース済み

のエバーフロートマットレスについては消費

税増税にかかる消費税分の限度額を定め、次

の訪問診療・訪問看護車借上料は、訪問診療

などに使用する車をリース購入するため、期

間と限度額を定めるものであります。

第６条企業債であります。医療機器更新の

ため、限度額を５,６５０万円として、起債

の方法、利率を定めるものであります。

この起債につきましては、２２.５％が交

付税措置されるのもであります。

次に、第７条の一時借入金では、限度額を

４億円と定め、第８条は議会の議決を経なけ

れば流用することのできない経費として、職

員給与費、公債費を定めるものであります。

第９条の他会計からの補助金として、一般

会計からの医師等研究研修費、基礎年金拠出

金、児童手当経費補助は、それぞれ地方公営

企業法のルール分として繰り入れを行うもの

であります。

次の国保会計からの直診施設健康管理事業

補助金は、病院が実施する健康管理事業とし

て国保調整交付金の補助として３０万円を計

上し、１０条はたな卸資産の限度額を１億

９,８７５万円として定めるものでありま

す。

１１条は、重要な資産の取得として予定価

格が７００万円を超える医療機器の購入とし

て、超音波診断装置一式ほかを定めようとす

るものであります。

次に５４１ページをお開き願います。

収益的収入についてであります。医業収益

では、入院外来収益は医師２名の増員を見込

んだ収益をそれぞれ計上し、その他の医業収

益のうち、一般会計負担金は地方公営企業法

のルール分繰り入れとして、救急医療に要す

る経費、小児医療に要する経費、医師確保に

要する経費として、交付税措置額などを一般

会計から負担しようとするものであります。

その他医業収益については２５年度決算見

込みを参考として予算計上しております。

次に、５４３ページをお開き願います。医

業外収益として、一般会計補助金、国保会計

補助金については、第９条で御説明した補助

を予定し、一般会計負担金は高度医療に要す

る経費として、これまで１００万円以上の医

療機器のリースにかかる元金利息分を繰り入

れしておりましたが、会計制度の改正によ

り、元金償還金は資本的支出に計上すること

となったため、ここでは利息分などの金額を

繰り入れしようとするものであります。

次に、企業債の償還のために建設改良に要

する経費、小児医療に要する経費、公立病院

改革プランに要する経費は、それぞれ交付税

措置額など、地方公営企業法のルール分繰り

入れを行うものであります。

特に、不採算地区病院の運営に要する経費

としては、平成２５年度まで６,７３２万円

の交付税措置相当額を計上しておりました

が、平成２６年度は交付税措置の経過となっ

たことから、さらに内部留保資金の不足が生

じる予定であり、収益的収支の減価償却費資

産減耗費の現金支出が伴わない費用を除く収

支不足額１億３,５２９万６,０００円を繰り

入れしようとするものであります。

その他の収益は、２５年度の決算見込みを
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踏まえた予算計上となっております。

次に５４５ページをお開き願います。

医業費用であります。給与手当の中で医師

給与は、平成２５年度末で外科２名、小児科

１名の退職に伴い、小児科の後任が決まり、

常勤医師６名となりましたが、新年度の予算

では新規に２名の採用を見込み、８名を計上

し、医療技術者として理学療法士１名、正看

護師３名の増員を見込み、予算計上を行った

ところであります。

特に、賞与引当金繰入額は新会計制度に伴

う平成２７年度６月手当支給に対し、引当金

として新たに予算計上を行うものでありま

す。

賃金については、臨時賃金として内科の嘱

託医師１名、北里大学からの外科の非常勤医

師、眼科の出張医師などの所要額を計上し、

臨時職員につきましては３５名の予算計上と

なっております。

材料費以下は、２５年度決算見込みを踏ま

えて所要額を計上しております。

次に、５４７ページをお開き願います。

医療消耗品から経費の保険料まで、各項目

とも平成２５年度の決算見込みを参考として

所要額を計上しております。

次に、５４９ページをお開き願います。賃

借料から交際費までの経費につきましては、

平成２５年度決算見込みを踏まえ、それぞれ

所要額を計上しております。

次に、５５１ページをお開き願います。

減価償却費は、建物などの減価償却費と

リース資産減価償却費及び支払い利息のリー

ス資産支払い利息は、会計制度改正による予

算計上となっております。

そのほかの経費については、所要額を計上

しております。

次に、５５３ページをお開き願います。

特別損失は、新会計制度移行による平成２

６年度６月手当支給にかかる平成２５年度相

当額を案分し、その他の特別損失として計上

しております。

次に、５５５ページをお開き願います。資

本的収入についてであります。一般会計出資

金として、支出の企業債償還元金の地方公営

企業法に定めるルール分の繰り入れを行うも

ので、企業債は起債による償還医療機器の更

新を行おうとするものであります。

次の、一般会計負担金の高度医療に要する

経費は、新会計制度でリース機器は資産計上

となったことから、収益的費用の賃借料から

資本的収支へ移行し、町からの繰り入れを行

おうとするものであります。

次に、５５７ページをお開き願います。

資本的支出についてであります。

建設改良費は医療機器更新のため、５,６

５６万円を計上し、超音波診断装置、上部消

化管スコープ、眼科レーザー装置、全自動散

薬分包器、血圧脈測定装置、人工透析装置な

どの購入を行おうとするものであります。

リース資産購入費は、新会計制度により資

産としてリースの医療備品等を予算計上する

ものであります。

企業債償還金は病院改築時に借り入れを

行った企業債及び医療機器更新に伴う償還元

金であります。

なお、収益、資本的収支における町からの

繰り入れ総額は、当初予算で３億７,９０８

万３,０００円で、交付税措置予定額２億８,

６６４万９,０００円を除きますと、差し引

き町負担額は９,２１３万４,０００円となっ

ております。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 済みませ

ん、訂正させてください。

先ほど、水道事業会計の５０５ページの部

分の下水道使用料賦課徴収受託料の金額、

２,８２５万円というふうに言いましたけれ

ども、正しくは２,０８２万５,０００円とい

うことで、御訂正願います。済みませんでし

た。

─────────────────────

◎延会の議決
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○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日は、これで延会すること

に決定いたしました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

いたします。

御苦労さまでした。

午後 ４時２５分 延会
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美 幌 町 議 会 議 長
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